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２．１．地域格差とその是正に関する主要理論 
２．１．１．本章の目的 

 本章では、第３章以降の３国における具体的な地域格差是正政策及びその実態の分析に先だって、グロ

ーバル化の下での地域格差及び地域格差是正政策の分析に必要な理論のレビューを行う。レビューに当た

っては、いくつかの重要な特定のテーマに絞った形で集中的な分析を行ったが、より包括的な主要理論の

分類については次項（２．１．２．）において、他の論者の分類も参考にしながら本論文でも独自に整理

している。 

 ２．２．節では、地域格差に関する基本的理論として、まず経済学的な視点から新古典派理論と、クズ

ネッツやウィリアムソンによる逆Ｕ字理論についてのレビューを行い、また地域格差の是正に関する既存

理論として、ペルーに端を発し多くの国で外発的な産業振興政策に用いられた成長の極理論、第三次産業

の代表的立地論であるとともに基幹施設等の適正配置の方法を示したドイツのクリスタラーによる中心

地理論、過密過疎に対抗して農村・小都市での付加価値創出を目指したダグラスの都市農村リンケージを

取り上げ、地域格差及びその是正政策に与えた意義と限界についてそれぞれ分析を施している。 

 ２．３．節では、アジア諸国を中心とする新興工業国家の経済発展時における政体の基本的な特徴とな

った開発主義が、国土政策・地域格差是正政策に与えた影響について、政治経済論と開発論を援用しなが

ら論述し、アジア諸国の国土政策や産業立地政策に与えた重要な政策背景について分析する。 

 ２．４．節では、グローバル化と情報化について、地域格差とその是正政策に関連する事項についてレ

ビューする。グローバル化については、フリードマンを端緒とする世界都市論や、新しいタイプの地域振

興政策として各国で援用されているポーターのクラスター論などについて、また情報化については、これ

までの主要な論者の主張をまとめる形で分析する。 

 

２．１．２．地域格差とその是正に関する主要理論の分類 

２．１．２．１．ダグラスによる都市農村格差の理論の３分類 

 アジア地域の国内地域格差の理論について、もっとも直接的かつ包括的にレビューした文献に、タイと

韓国の都市農村格差について分析したマイク・ダグラスの報告書1がある（表２－１）。ダグラスは具体

的な分析に先立ってまず、これまでの都市農村格差に関連する理論の流れを、1950年代まで、1960年代～

80年代、1990年代（以降）の３つに分けてそれぞれの特徴を示している。 

 1950年代までは、地域の経済基盤に関する理論は「国際貿易理論」と「発展段階モデル」に限られてお

り、地域格差是正自体が問題視される以前の時代であったこともあって、地域間不均衡は、労働と資本の

自由な移動により自動的に調整(self-adjusting)されると考えられていた。当時考えられていた理論的な均衡

は、集中地域で労賃が高くなれば資本は安い労働力を求めて次第に集積地域から過疎地域に移動し、最終

的には地域間所得は均衡するというやや安易なものであった。しかし現実は逆の方向に向かい、核が形成

されて地域間・階層間不均衡は増幅される方向にあり、特に途上国や新興工業国のそれは急激な流れとな

り、各地で様々な地域格差問題を生じさせることになった。 

                                                  
1 Mike Dougrass (1990)  
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時期 主要理論 概要

発展段階モデル(Stage of
Development Model)

　地域の成長は、第一次（農業）→第二次（工業）→第三次（サービス業）という
流れに従うというもの。地域間不均衡は、労働と資本の自由な移動により自動
的に調整される(self-adjusting)と考えられていた。

工業・農業の二分法
(dichotomy)（ルイス）

農村での貧困やインボリューション(Involution)からの脱出は、工業化を通じて
初めて達成される。主に西洋の社会学・政治学者によるもので、農村を見下す
意識が見え隠れする。地域を都市・農村の２つに分けて都市が創造的か寄生
的かを論じ、創造的とする考えが主流だった。当時考えられていた理論的な均
衡は、集中地域で労賃が高くなれば資本は安い労働力を求めて次第に集積地
域から過疎地域に移動し、最終的には地域間所得は均衡すると考えられてい
た。

疑似都市化(Psuedo-
Urbanization)・アーバンインボ
リューション(Urban Involution)
（マッギー）

第三世界の都市で起こる現象で、高い人口増加率と共に製造業等成長を促す
産業にとって非効率な体制を意味し、結果としてスラム・スクォッターの発生を
示すもの。

●改良新古典派理論(Modified
Neoclassical Equilibrium
Models)

開発途上国での地理的不均衡は、経済発展の過程で一時的に悪化するが、
その後経済構造が成熟してくるにつれ、自動的に均衡的な方向に向かう。不
均衡の仮定では、労働移動の不完全性（頭脳流出など）、資本移動の未整備
（投資の不均衡）、都市集積経済（規模の経済）、政府政策（経済発展の過程
で効率性を重視する）などの要因が不均衡を生み出すが、これらの要因もある
時点を過ぎると逆に均衡を生み出す要因となる。これは経済成長の染み出し
効果(Trickle-down Effect)の前提ともなっている。

逆Ｕ字理論(inverted “U”-
shaped Curve)（ウィリアムソン、
クズネッツ）

地域間不均衡は経済成長の過程の一部の期間で生じるが、ある時点を過ぎる
と極化の反転(Polarization Reversal)が自動的に生じて都市～農村の格差が
是正され、逆Ｕ字的に均衡に達するとされる代表的な理論。

不完全地域統合(Imperfect
Regional Integration)（アロンゾ）

経済成長のある時点を越えれば自動的に均衡に向かうという前提にたって、
政府の政策立案者は経済成長を素早く達成させるために様々な手段を講じる
べきだという考え方。まず経済成長を地域均衡に優先しないと「小さなパイを分
け合うことになる」(Mera:1978)と言われた。しかしこの理論の援用が、多くの開
発途上国の国家開発で均衡を軽視する要因になったと言われる。

●極理論(Theories of
Polarization)

地域間不均衡が生じるのは、衰退地域が孤立しているからではなく成長地域
（極）と周辺が一体的に結びついているからであり、その結びつきが不均衡を
助長しているという考え方。これによれば、極化の反転(Polarization Reversal)
は自動的には生じ得ず、政府のより強力な関与が均衡には不可欠となる。

累積的因果関係論(Cumulative
Causation)（ミュルダール）

都市と農村（あるいは発展地域・国と衰退地域・国）が結びついている限り、不
均衡・不平等は拡大するばかりとなるという考え方。開発先進国が途上国を搾
取する「南北問題」の根拠とされた。かなり悲観的な理論。

極理論(Theory of Polarization)
（ハーシュマン）

ミュルダールよりは楽観的で、輸出（移出）産業の振興により衰退地域にも成
長点(Growth Point)ができれば不均衡は是正されるという考え方。染み出し効
果をある程度認めている。

イノベーションの理論（フリード
マン）

地域が核となるにはイノベーションが重要で、それはイノベーションの揺りかご
たる「都市」でしか生み出されない。したがって、衰退地域に政策的に人工的な
都市化を促し、成長センターを定義するべきとするもの。

成長極理論（ペルー）

幾つかの成長極を指定しそこを重点的に成長させることにより、国家全体とし
ての均衡が達成されるというもの。しかしこの理論を現実の政策に適用する場
合、成長極の場所、極の指定の仕方、染み出し効果を仮定すべきかどうか、と
いった具体的課題が生ずる。

●非均衡の視点

一次元的な時間軸、二次元的な空間軸だけでは、均衡を論じ得ないとし、完全
に平均的になるのでもないし、一方向に集中し過密～過疎という地理パターン
を作るのでもないとしている。その根拠として資本家固有の行動原理（不動産
投機、政治的危機による逃避等）を挙げ、いわば「チェスのゲームのように」均
衡と非均衡を繰り返すとしている。さらにグローバル化の影響が均衡・非均衡
の関係を難しくしている。空間の条件はグローバル化に照らすとあまりにも複
雑であり長期トレンドを定義するのは難しいという考え方。資源配置に依存しな
いフットルース(

グローバルな空間序列（ハイ
マー）

世界的都市から周辺都市まで三段階のヒエラルキーを論じており、この分野の
草分け。フリードマンの世界都市論等にも繋がっていく。

出典：Mike Dougrass(1990)より筆者編集

1950年代まで

1990年代以降

表２－１　マイク・ダグラスによる地域格差（都市農村格差）についての主要理論の流れ

1960～80年代

 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 33

 1960年代～80年代は、東西冷戦などの背景もあって、経済学における（改良）新古典派とケインジアン

の論争が地域格差是正の理論にも強く影響することになる。新古典派の理論は、当時深刻化していた都市

化や地域格差の拡大に対しても、一時的なもので最終的には自動的に均衡に向かうという楽観的な見方を

示し、経済データ等を用いたクズネッツの逆Ｕ字理論や、経済成長の染み出し効果(Trickle-down Effect)な

ど有名な理論を生み出した。一方、ケインジアン的な発想からは、地域格差の是正は政府の強力な政策に

よってのみ達成されるとしてその根拠となる各種の理論が生まれ、それらは「極理論(Theories of 

Polarization)」と呼ばれるようになった。但しこの範疇に入る理論の中には、ミュルダールの累積的因果関

係論のようにかなり悲観的なものから、衰退地域の中に成長点(Growth Point)ができれば不均衡が是正され

るハーシュマンの極理論のように楽観的なものもあった。しかしこうした２つの理論の流れも、地域の二

分割（都市と農村、中心と周縁など）、初期における地理的集中とその後の均衡への方向性、さらには最

終的にはある種の均衡状態が発生する、といった点で、より根本的な部分では多くの共通点を有していた。 

 これに対し、グローバル化が進行した1990年代の理論は、より混沌とした状況を反映して最終的な均衡

状態を前提としない「非均衡の視点」からの理論体系が表れるようになる。これまでの開発経済学、また

それらをかなりの部分参考にしていた地域格差に関する理論は、一定の経済状況のもとでは一定の現象が

生じるという前提を置いていた。しかし特に現実の一部のアジア諸国における急激な成長においては、政

治的安定や政府政策が、資源や歴史的な産業構造の変遷に勝る比較優位になってこうした画一的な理論が

当てはまらないという事態となった。ダグラスはこの原因について、グローバル化やその他、資源配置に

依存しないフットルース(Foot-loose)な産業が基幹産業として繁栄するようになったことも挙げている。ハ

イマーの「グローバルな空間序列」やそれに続くフリードマンの「世界都市論」は、こうしたグローバル

化した世界における都市の序列化を示すものであるが、それは固定されたものではなく、ある一時点での

ヒエラルキーを示しているに過ぎないのである。 

 

２．１．２．２．松原による地域経済成長の理論の５分類 

 一方、松原宏2は、地域格差是正に関連して、地域経済成長の理論を５つに分類している（表２－２）。

ダグラスの分類がやや理論経済学的な視点に向いていたのに対し、松原の分類は（経済）地理学や集積論

なども取り込んだ形で、地域の成長を促す要素を切り口に分類している。 

(1)新古典派地域経済成長モデル
地域の産出量の増大が、技術進歩の度合いと労働の増加率、そして資
本・労働比率に依存するというもの。ポーツ・スタインなど。

(2)移出ベース理論
「基幹産業」と「非基幹産業」の分類の考え方を基本とする。トンプソン
の「都市規模の歯止め作用」やジェイコブスの理論など。

(3)開発経済論による地域成長理論
地域経済に特に関係する開発経済論としては、ミュルダールの累積的
因果関係論、ハーシュマンの不均整成長理論、リチャードソンの（地域
的な格差の）収束仮説、ウィリアムソンの曲線理論などが挙げられる。

(4)成長の極理論
「推進力工業の立地」とその「誘導効果」を強調するペルーの理論を踏
まえながら、バーノンのプロダクトサイクル論、フリードマンの空間構造
の発展過程など様々な発展型を見せる。

(5)集積理論
工業立地の基礎理論であるウェーバーの集積の利益の２分類を基本と
するもの。その他にフーヴァーの３分類などがあり、いずれも集積の性
質を分類し定義づけるもの。

表２－２　松原による地域経済成長の理論の分類
出典：松原宏(1996)にもとづき著者が補筆編集

 

                                                  
2 松原宏(1996)、p.49- 
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２．１．２．３．地域格差の検討のための理論の基本的分類 

 本論文で研究対象としている地域格差是正政策の検討のためには、基本的に、地域格差が生じる（ある

いはそれが是正される）経済的メカニズムを知る他に、ダグラスが「極理論」と命名したような地域（都

市農村）格差是正のための理論について、詳細に検討する必要がある。またそうした理論は経済学的なメ

カニズムだけではなく、ダグラスが非均衡の視点として紹介したように、政治的な影響も踏まえなければ

ならない。特に、アジア新興工業国の政策はしばしば「開発主義」に基づいた国家主導の政治的メカニズ

ムによるものと指摘されているが、地域格差是正政策も後述のようにその影響を強く受けている。一方、

実際の地域格差是正政策は、主に産業の立地誘導によって行われてきたため、産業立地の経済地理学的理

論と、産業誘導のための政策理論の両方を取り扱う必要がある。こうしたことを踏まえると、地域格差是

正に関係する議論は、次の４つに分類することができると考えられる。 

 

①産業立地の経済地理学的分析：主に企業の事業所やその一部機能の立地の原因について特に詳

細な分析をしたもの。それをモデル化して表す場合も多い。一連の研究成果が実際の政策に影響

を及ぼすことも多く研究者の問題意識も元々は地域格差政策等にあることも多いが、それぞれの

研究における目的自体は、ひとえに立地原因の説明（証明）にあるという点で一致している。 

 

②開発論的分析（経済開発とグローバル化）：主に南北問題の解消や途上国の（経済的）自立に

ついて論じるものが多い。財や資本の移動の増加が顕在化する90年代以降は、グローバル化との

関連で議論されることも多くなってきている。南北問題の解消は広い意味で地域（国家間）格差

是正であるが、本論文では南北・途上国問題自体を主要な対象とはしていない。しかしアジア諸

国の経済発展に重要な役割を果たした開発主義が国内の地域格差是正政策に多大な影響を及ぼし

ていることや、グローバル化による多国籍企業の進出が製造業立地に強い影響を及ぼしているこ

ともあって、本論文においても部分的に取り上げるべき重要な事項が多い。 

 

③地域格差と国土・地域政策に係る理論体系（経済学・計量経済学・統計学／政治学・行政学な

ど）：地域格差是正政策についての理論は、地域格差の計測及び理論的（理念的・抽象的）な解

決策を示した経済学・計量経済学・統計学的な理論と、地域格差を主な目的として官民の役割分

担など国土・地域政策のあり方に関して述べた理論に分けることができる。しかし、この分野は

まだ議論や仮説としての域を出ず理論としてまで確立していない場合も多いことから、断片的に

扱わざるを得ないものが多くなっている。また、この分野の研究はスタンスや評価基準が国毎に

違ってくる場合が多く、また個別政策レベルでの有効性についても十分に検討され一般化される

には至っていない状況である。よって、各国による個別政策の評価に関する既存研究レビューは

第三章以降の各国の分析に回している。 

 

④産業立地政策の理論（経営学・工業地理学など）：個々の企業や工場・オフィス等を特定の地

域に立地誘導するために必要な要素や手段について論じた理論をここでレビューしている。立地

という現象ではなく立地政策（の効果）を重要視している点で①と異なり、地域格差については

不問とし特定地域への絶対的な産業集積の達成のみを考慮するところで③と異なっている。自由

貿易地域の理論、工業団地・インフラの立地論などがここにあてはまる。 
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本論文での分類 該当する理論や論者

　①産業立地の経済地理学的分析
ウェーバー／マーシャル／レッシュ／スコット（リン
ケージ）／バーノン（プロダクトサイクル論）／かん
ばん方式／関満博

　②開発論的分析
ハーシュマン／ヌルクセ／赤松要（雁行形態論）／
開発主義／末廣昭（キャッチアップ型工業化論）

　　特にグローバル化に関する理論
フーヴァー（交易障壁の理論）／バラッサ／クルー
グマン／サッセン／フリードマン／鈴木洋太郎

　③地域格差と国土・地域政策に係る理論体系
ウィリアムソン／クズネッツ（逆Ｕ字理論）／浸透効
果（新古典派理論）／（セン（ケイパビリティ））

　　特に地域格差是正政策のための国土・地域政策理論
ペルー（成長極理論）／クリスタラー（中心地理論）
／マイクダグラス（都市農村リンケージ）／移出基
盤（産業）モデル／拠点開発方式

　④産業立地政策の理論 マイケルポーター／ＦＴＺ／工業団地設置の理論

表２－３　本論文における、地域格差是正を巡る理論の分類

 
上述した２．２．節以降の既存研究レビューとの関係について述べると、グローバル化・情報化を中心

とした近年の世界的な経済・社会の変革によって、国土政策の方向性が変化し、特に地域格差の概念に影

響を与えているという第一章の問題提起を踏まえて、「③地域格差と国土・地域政策にかかる理論体系」

とりわけ、地域格差是正政策のための国土・地域政策理論を中心にレビューしながら、既存の格差に関す

る議論、アジア開発主義と地域格差是正概念、そしてグローバル化・情報化を背景とした近年の地域格差

に関係する地域開発論についてレビューし、理論の中で地域格差是正の概念がどのように変化してきたか

について検証するという形となる。検証の過程では、開発主義に関連して、開発論についての議論（②）

や、現実のアジア諸国の産業政策に関連して実際の産業立地政策の理論（④）、さらには製造業や情報産

業の立地理論（①）についても、部分的に検討することになる。 
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２．２．地域格差とその是正を巡る理論 
 

２．２．１．地域格差に関する既存理論 

２．２．１．１．地域格差に関する理論についての一般的な見解 

 地域の格差に限定せず、様々な格差についての一般的な理論ということであれば、これまで既に数限り

ない理論や見解が出されているが、吉原久仁夫1は、その様々な理論を大雑把には、経済格差を生むのが

文化であるとする社会学者的な見方と、制度であるとする経済学者的な見方に分類することができるとし

ている。前者（文化一元論）においては、マックス・ウェーバーやデービッド・ランデスを例にあげ、ま

た具体的な事例としてタイにおける現地民族と移民である華人の経済パフォーマンスが著しく異なって

いる（後者が優れている）ことを示しており、一方後者（制度一元論）においては、ポール・サミュエル

ソンやミルトン・フリードマンを例にあげて、韓国と北朝鮮の経済パフォーマンスの差を具体的事例とし

て紹介している。実際には、ここで具体的な事例として挙げられているような典型的なものはむしろ少な

く、文化の側面と制度の側面が相まみえる場合が多い。 

 しかし本論文で検討している国内の地域格差について考えた場合、文化・制度の両方とも、間接的には

関係していても、直接的にその「違い」が影響している度合いは小さいと考えられる。確かに民族ごとに

居住地が固定されていれば文化の影響は大きいと考えられるが、現代の地域格差の問題は、これから本論

文で詳しく観察する例を見るまでもなく、財の他、人口の大きな移動（農村から都市への移住）によって

その格差が拡大しているのであるから、結果としてみてもそれぞれの農村にあった（はずの）地場の文化

の影響がそれほど大きく働いているとはいえないだろう。制度の影響も、国の間の制度の差に比べれば、

中国本土と香港の間で呼ばれる「一国二制度」という言葉が反証的に物語っているように、国内の制度で

は通常かなり共通性が高い。にもかかわらず、特にアジア地域においては二国間の格差よりも同じ国の大

都市と農村の格差が大きい。バンコクと上海の経済水準の違いよりも、バンコクとイサーン（タイ東北地

方）の格差の方が実際は遙かに大きく、かつ問題視されているのである。 

 したがって、地域格差の根本的な要因を考えた場合、こうした文化や制度の違いから説明するのは難し

く、それよりむしろ、文化や制度が内包している性質から説明する方が適切ではないかと考えられる。折

しも、地域格差は経済成長と共に急激な勢いで進行してきた。古くは産業革命と呼ばれ、現在は近代化と

呼ばれる工業社会の導入によって、都市での労働力需要が相対的に大きくなって、農村から都市へ人を呼

び寄せる。この動きは、産業革命が初めて興ったイギリスの時代から、今日のいわゆる開発途上国の工業

化の時代まで、共通の現象となっている。そこにはそうした工業化を受け入れる共通の文化的素地（とい

うよりも人間に遍く存する欲求といった方がよいかもしれない）があり、また多少の違いはあっても共通

の制度的背景の元で生じていると考えられるのである。 

 そしてその共通の制度的背景（あるいは同時に文化的な背景といってもよいかもしれない）とは、今日

でいう市場経済化に関する動きである。アダム・スミスの「見えざる手」に代表される新古典派による市

場経済の導入による成長概念は、冷戦時の半ばイデオロギー的要素を伴った理論・思想あるいは主義とい

った考え方から、冷戦終結とグローバル化の進展を経た今や、世界共通の制度基盤とも呼べるまでの共通

概念となっている。ただしそれが、既に問題となり続けている地域格差に対して、明確な回答を示してい

るとは思えない。このことは、「大競争の時代」と呼ばれるグローバル化の進展が、国内市場のみをいた

                                                  
1 吉原久仁夫(1999) 
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ずらに歪めるような地域格差是正政策を取りにくくしていることとも関係していると考えられるが、グロ

ーバル化については後述することにして、ここではまずやや経済学的な視点を入れつつ、これまでの制度

基盤、すなわち市場経済を代表する新古典派からみた地域格差（是正）の取り扱い方、またそれに対し積

極的に格差を軽減しようとした理論の代表格として成長の極理論、クリスタラーの理論2、ダグラスの都

市農村アプローチを論じ、地域格差とその是正を巡る理論をレビューする。 

 

２．２．１．２．新古典派の格差に対する見方 

 古典的な経済理論は、一つの理想的世界を考えており、財・サービスや生産要素が地域間を移動するこ

とが可能で、市場メカニズムが完全に機能すると想定している。その世界では、一国の厚生の水準は地域

間格差の存在しないときに最も高くなる。また、市場メカニズムが最適な資源配分を実現するので、市場

均衡では地域間格差が生じない3。 

 規制緩和や自由化といった概念については一般に、格差を黙認あるいは全体の効率最大化のために積極

的に認知しようという印象が強いが、実際の新古典派理論は、財・サービスや生産要素、中でもとりわけ

労働力の移動によって地域間不公平が解消され格差が消滅するということになっている4。生産要素の一

つである労働力、すなわち人口の移動も前提にした格差の是正は、第一章の本論文での分類によれば「一

人当たり配分の不平等（地域間不公平）の是正」にあたるのだが、伊藤善市は、「スミスの提起した労働

移動性の問題は、経済水準の地域較差を是正する手段の一つを、広く生産要素の可動性に求めた点におい

て、十分に現代的意義をもっている。」5として評価している。 

 しかし現実には、主に実証研究を伴った経済地理学の観点から、高い労働移動性を前提とした「理想的

な」均衡状態に対しての様々な批判がなされてきた。そもそもイギリスの産業革命の時代、アダム・スミ

スは「経験上、人間というものは、あらゆる荷物の内で一番運送に困難なものである」として、労働の社

会的移動の困難性を指摘している6。イギリスの産業革命の時代にくらべ、現代は財や人の地理的移動が

飛躍的に容易になったのであるが、それでも見えざる手が十分機能するほどの自由な社会的移動を満たし

ているかどうかは定かではない。現状を見る限り、満たされていないか、贔屓目にみても満たされている

途中の状態という解釈にしかならないだろう。 

 また上野登7がいうように、「古典学派の経済学は｢見えざる手に導かれ｣た｢均衡水準の探求｣に専念し、

その哲学的先入観にかなう経済学系の体系化のみを追求し、それ以外の諸現象は非典型的な例外、攪乱的

要素と見なされた」という根本的な批判も後を絶たない。地域格差是正政策との関連では、山崎朗8が、

「もともと新古典派は、坂下昇がいうように「個人の効用水準というものは、一般には測定不可能である

                                                  
2 なぜここで、本来は経済地理学の理論の範疇に入るクリスタラーの理論を紹介するかは後述する。 
3 高橋孝明(2000)、p.21 
4 山崎は「地域間格差を是正する方策として、新古典派経済学から提唱された政策は、人口の地域間・産

業間移動の促進であった。資本と労働の移動性が高まれば、厳密に言えば平均値としての地域間格差はゼ

ロとはならないが、縮小すると考えられていたからである。・・・西岡久雄は、1968 年に「国家間と違っ

て、国内の地域間では労働力の移動ができるのですから、そこへ労働力を吸引すればよいのです。またそ

うしないで、どうして農村その他に対流する過剰人口を救いうるでしょうか。」・・・と論じている。」

と指摘している。山崎朗(1998)、p.43 より。 
5 伊藤善市(1965)、p.5 
6 伊藤善市(1965)、p.5 
7 上野登(1996)、p.243 
8 山崎朗(1998)、p.48 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 38

から、むしろそれの地域間均等ということを、市場経済の必然として仮定し、逆に一人当たりの所得水準

格差を地域の居住環境水準（いわゆるアメニティ）の格差の裏返しとして捉える」のであるから、所得と

居住環境を合わせてみると常に地域間の効用格差はゼロと考えるのである。ということになれば、国土政

策はやはり不必要と言わざるをえないことになる。」というように、実証研究の結論との間でトートロジ

ーに陥るケースも後を絶たない。 

 さらに、そもそも新古典派の主張する自由経済がどこまで「自由」なのかという点すらよく見えてこな

い。吉原9は、「何をするのも自由というのであれば、強盗、窃盗、恐喝、詐欺、営利誘拐、嘱託殺人と

いう「経済行為」を行う人が多く出てくるであろう。そうなると生産的経済活動が影響を受けるので、市

場経済はそのような行為を禁じ、違反した者を厳しく罰するルールを必要とする。完全なる自由経済は存

在しないので、市場経済と呼ばれるものはすべてある程度修正を受けている。それを大幅に修正して出来

たものが福祉国家で、それをさらに押し進めたものが社会主義経済だと言えよう。」という根本的な視点

を指摘する。所詮、現代の新古典派論者が主張する自由化や規制緩和も、「完全な自由」ではなく、どこ

かに一定の修正があることを前提とした相対的な議論であるとしているのである。こう考えると、こと格

差に関していえば、新古典派理論自体というよりも、新古典派理論をこうした形で論ずること自体がトー

トロジー、というか実体のない議論になっている感すらある。 

 こうした様々な批判を踏まえると、新古典派のいう最適の資源配分による地域格差の是正という考え方

は、理論としては分かり易いが、実際の地域格差是正政策に適用可能ではないという結論に達せざるを得

ない。 

 

２．２．１．３．地域格差の逆Ｕ字理論 

 地域格差を現象的に捉えた理論として有名なのがウィリアムソン曲線、あるいはクズネッツの逆Ｕ字理

論と呼ばれる仮説である。これも、工業化にしたがって、あるいは工業化を進めれば、一度は地域格差が

拡大するが、工業化が成熟期に向かうに従って逆に反転し、自動的に地域格差が縮小し均衡に向かうとい

う意味で、一般には新古典派主義的な考え方から用いられることが多い。マイク・ダグラス10は、都市農

村格差とその是正に関する理論のまとめの中で、こうした極化が自動的に起こるとする理論群（ウィリア

ムソン、クズネッツ、アロンゾなど）を「改良新古典派理論(Modified Neoclassical Equilibrium Models)」、

政府のより強力な関与が均衡への「反転」に不可欠とする理論群（ミュルダール、ハーシュマンなど）を

「極理論(Theories of Polarization)」と呼んで区別している。 

 この理論自体は、多国間あるいは一国の州・県間での（一人当たり）所得の格差の比較を通じて、ある

程度の信憑性が評価されている11が、それが新古典派が主張するように「自動的に」生じるかについては、

これらのデータ分析によってわかるわけではない。クズネッツ自身は、都市農村格差が逆Ｕ字型の変化を

示す理由として、農業のシェアが低下し都市的（あるいは近代的）産業のシェアが上昇する過程で所得格

                                                  
9 吉原久仁夫(1999) 
10 Mike Dougrass (1990)  
11 ウィリアムソンはこの理論に基づいて、自ら 24 カ国によるクロスセクション分析やアメリカの各州を

国に見立てて、1950 年と 1960 年のデータについて州内地域格差のクロスセクション分析を行ったとされ

る（高橋孝明(2000)、p.24）。また山崎朗（山崎朗(1998)、p.44-）は、日本の経験も長期的には、ウィリア

ムソン・モデルに適合しているとしている。 
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差は逆Ｕ字型の経路を辿るとしている12。 

 これらの視点から考えると、より収益性の高い産業（工業）が都市で生まれることにより一時的に都市

での一人当たり所得が高くなって格差が大きくなるが、次第に労働力が農村から移動することによって人

口当たりの指標が低くなり、人口が減少する農村との格差が小さくなってくるという構図が考えられる。

逆Ｕ字理論が一人当たり所得という指標を用いていることもあって、これは高い労働移動性を前提とした

一人当たり配分の不平等（地域間不公平）（の是正）に関する理論であるということができるだろう。 

 しかし山崎朗による、別の見方13によれば、「経済発展の初期段階では、資本の空間移動よりも労働力

の空間移動が選択される。労働者が財産を所有せず、賃金格差にストレートに反応するからである。企業

の側も集積の利益を確保するために、工業地帯への投資を積極的に行う。政府も限られた財源を大都市、

工業地帯のインフラ整備に重点配分する。そのため、地方では道路、港湾、工業用地、電力、ガスなどの

産業基盤の整備が遅れ、企業進出は困難になる。しかし、徐々に地方の開発が進むようになると、用地、

賃金の安さに反応して進出する企業も増加する。新しい空間克服手段の開発によって、地理的遠隔性とい

う不利性はかなり克服されるようになる」として、企業立地やインフラ投資の平準化、すなわち地域的配

分の不平等（地域間不平等）の解消について言及している。 

 谷沢弘毅14も山崎と同じような見方をしている。まず労働力の動きに関しては、反転以前（格差縮小か

ら拡大の期間）は都市圏・地方圏ともに不熟練労働力の供給が無制限であるが、経済発展とともに都市圏

が地方圏よりも早く不熟練労働力の供給が増大して都市・地方圏間の格差が拡大していくのに対し、反転

後（格差拡大から縮小の期間）は、都市圏での不熟練労働力の供給が限界となり、不熟練労働力の超過需

要が地方圏へ溢れていくため、地方圏の賃金は相対的に高い上昇を起こし地域間格差は縮小していく、と

している。また産業配置においても、反転以前には主に格差を縮小させた産業と格差を拡大させた産業は

異なるが、反転以降には主に同一の産業（典型的には重化学工業）によって格差が変動していることを主

張している。そしてこの考え方を発展させ、更に第三次産業の発展と共に再び格差が広がるとする、Ｗ型

仮説15を主張している。 

 このように考えると、ある国や地域の産業構造が長期的にそれほど変わらないとした場合に、人口移動

により一人当たり配分の不平等（地域間不公平）が減少し、また産業の地方分散で地域的配分の不平等（地

域間不平等）も解消され、最終的に地域は平準化の方向に向かうと考えることには、基本的に異議はない

と考えられる。しかし、逆Ｕ字型仮説に関する議論は基本的に現象の叙述に過ぎず、こうした反転が自然

に起こるのかどうか、あるいは起こらないとすればどの程度政策を噛ませればよいのかといった議論にな

りにくい。また国や地域の産業構造が変わらないという仮定は、谷沢が新たにＷ型仮説を出してきたこと

でもわかるように、特にグローバル化が進んだ今日ではかなり怪しくなっている。特に知的労働力が集積

することによるイノベーションの効果を考えると、人口の集中が指標上の地域格差（一人当たり配分の不

平等（地域間不公平））是正になるとともに、新たな産業創出といった形での格差拡大にも繋がるという

ジレンマになることも予想される。 

 

                                                  
12 高橋孝明(2000)、p.63- 
13 山崎朗(1998)、p.44- 
14 谷沢弘毅(1999) 
15 具体的には、①農村改善による格差縮小→②都市の重化学工業による格差拡大→③人口移動と工場の

地方立地による格差縮小→④第三次産業の発展による格差拡大、という動き。 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 40

２．２．２．格差是正に関する既存理論 

２．２．２．１．成長の極理論 

 国土政策、とりわけ地域格差是正において非常に大きな影響を及ぼした理論は、フランスのフランソ

ワ・ペルーが1950年代の論文で提唱した16「成長の極理論」である。成長の極もしくは中心地という考え

方は、経済活動の不振地域に成長産業を誘致することによってその地域の経済的発展を促進することがで

きる具体的な理論として、多くの国で地域開発政策の中に取り入れられ、政策立案者によってその潜在的

可能性が高く評価された17。フランスでは大都市パリに対抗する地方都市を育成する地域政策の中にこの

考え方が取り入れられた。またイギリス、スウェーデン、カナダなどでもこの理論に沿った地域振興政策

が実行された18。日本においても全総における拠点開発主義が、拠点が出来ると周辺に波及効果があって

全体がよくなるという戦略論になっていった19とされている。その他のアジア諸国でも、例えばタイは第

四次計画などで明示的に成長極という概念を用いて計画づくりを行っている20。純粋に地方に立地を誘導

して成長を促す理論として、第一章の分類では「地域的配分の不平等（地域間不平等）」の是正手段に当

たる。 

 ペルーが「成長の極」と呼んだのは、具体的には「経済発展の最も進む集積地点」であり、極を形成す

る条件を３つをあげている21。柳井の紹介によればそれは、①極の経済成長を促す推進力工業(motor 

industry, propulsive industry)がある、②工業複合体(工業群、indusutrial complex, the cluster of industries)を形

成している、③極が国民経済を牽引する、の３つである。①推進力工業(牽引的工業、主導産業)は、生産

過程での投入・産出、技術水準が、他産業に外部経済という形で作用し、誘導効果の波及効果となって表

れる。加えて推進力工業が経済活動を開始するには、多額の貨幣資本、発達した運輸網、広大な地域の所

有が必要なだけでなく、効果を柔軟に吸収して変形しやすい可塑的(plastique)周辺地域がなければならな

い。硬直的(rigide)周辺であっては効果は半減してしまうばかりでなく、効果は他地域に飛び去ってしまう。

②の工業複合体(工業郡)は、単なる工業の集合体ではなく、その内部に基軸工業・中核工業(the key industry)

の存在、寡占的な競争関係の維持、地域的な集積(territorial agglomeration)の発生が生じているような機構

(affected system)のことをいい、実際には異業種の集積を念頭においている。さらに波及効果が強くなると、

③のように極が国民（地域）経済全体を牽引することになる。 

 柳井22は成長の極理論について、「ペルー以前の地域開発論が均衡的成長の理論に基づいていたため、

投資の積極的な誘引を導きだせなかったのに対し、不均衡的成長の理論をもとに開発論を展開した」こと

に大きな意義を見いだしている。柳井によれば、成長の極理論は２地域間の不均衡についての調和的な成

長をめざしたプラス面と支配効果による格差の平行的な維持というマイナス面を取り上げたが、これはミ

ュルダールが２地域間の成長格差の累積的拡大を主張したことや、ハーシュマンが２地域間の格差の一時

                                                  
16 矢田俊文(1996)、p.17 
17 林上（林上(1995)）によれば、ペルーのこうした考え方を実際に具体的な地理的空間にあてはめ、経済

活動が集積する場所もしくは都市地域の発展を説明しようとしたのはブードヴィルである。彼は成長の極

を成長の中心地と言い換え、都市的な工業活動を基盤としながら、こうした中心地がその内部はもとより

その周辺に対しても文化・社会・商業・サービス的機能を発揮すると考えた。 
18 林上(1995)、pp.22-44 
19 下河辺淳(1994)、p.117 
20 Phisit Pakkasem et al (1980) 
21 柳井雅人(1997)、p.181-p.182 
22 柳井雅人(1997)、p.181 
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的拡大とその後の縮小を唱えたこととの間に、戦略の相違があったことを示しており、またヌルクセ

(Nurkse,R)型の同時多発投資による均衡的な発展戦略とは一線を画す、としている。確かに、平たく言え

ばより戦略的な地域誘導へ展開できる具体的理論として、新古典派のように自然に均衡するといった理論

や、ミュルダールのような悲観的な理論よりも計画において重用された背景は理解に難くない。 

 

 

 
 

 しかし各地でその応用が試みられた実績をもつ成長の極理論も、実際の応用に当たってはさまざまな困

難も見受けられ、結果として見ても地方への誘導については「成長の極を地方に形成した」と言わしめる

図２－１ 核となる産業（企業）を成長の中心地とする経済発展 

出典：林上(1995) 

図２－２ タイの第六次計画 

出典：National Economic and Social Development Board(1987) 
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程の大きな成果をみせたわけではない。このことについて林23は具体的な問題点として、「どの産業ある

いは企業が地域経済をリードするかの見極めが難しい」「産業の基盤整備とそこに誘致すべき産業あるい

は企業の相互関係が十分理解されない」「産業や企業の成長の効果がどの範囲まで、あるいはどれくらい

の期間つづくかわからない」「都市規模（階層）と誘致すべき産業との関連が判然としない」といった多

くの問題を挙げた上で、「（成長の極理論は）地域経済発展のための実践的手段というよりは、むしろそ

の背景ともいうべき理念としての性格が強い」と結論づけている。前述の柳井24も、中核工業（推進力工

業）をいかに設置、育成するか説明できていないことや、いかなる社会的機構が極理論の現実的適用に有

効かという議論へ発展していないという、現実的な適用に関する批判があることを認めている。 

 成長の極理論は、戦略的に産業を地方に移動させることによって均衡（地域的配分の不平等（地域間不

平等）の是正）を図る戦略的理論として画期的であったが、理論自体は理念的であって具体性に欠け、結

果的に極とすべき地域や極に適用すべき産業の選択は、成長の極を取り入れたと思われる計画においても

各計画担当者の独自の考えに基づくものになったと考えられる。 

 

２．２．２．２．クリスタラーの中心地理論 

 一方、成長の極理論とは全く別の視点から考え出され、国土政策に大きな影響を与えたクリスタラーの

中心地理論について紹介する。地域格差是正との関連では、成長極とは違い、様々なレベルの中心地を意

図的に等間隔に配置することによって、一人当たり配分の不平等（地域間不公平）を是正するという考え

方である。 

 中心地理論を編み出したクリスタラーは通常、第三次産業や都市施設の配置の理論として紹介されるこ

とが多く、第一次産業（農業）のチューネン、第二次産業（工業）のＡ・ウェーバーと並んで立地論の基

礎を築いた人物として紹介される。だが、中心地理論等に関する著書の多くが示すように、クリスタラー

自身は実際の計画的問題に深く関心を持ち、実際に計画への関与の姿勢を示すようになる25。実際に、時

間はかかった26が、後のナチス政権下の国土整備構想にクリスタラーの理論は取り入れられ、さらに第二

次世界大戦後の西ドイツ、さらには統一ドイツとなった現在においても、国土・地域計画の中核的理論と

なっている27。生田はこのことを「クリスタラーは地理学者として最初に演繹的思考方法を導入し、空間

的秩序の原理を究明したという点で高く評価される」と評している。 

 中心地理論、それを構成する補給原則、交通原則、行政原則といった一連の原理原則は、中心地群（都

市群）の構成や中心地（都市）の分布の規則性の存在について観察することから始まり、それを「財の到

達範囲」という概念に基づいて中心地（都市）の数、規模、分布、補完地域（市場地域）の範囲、パター

                                                  
23 林上(1995)、pp.22-44 
24 柳井雅人(1997)、p.181 
25 その様子を上野登（上野登(1996)、p.241）は、次のように述べている。「（クリスタラーは）｢今や少

なくとも原則として、国家の経済政策を通じて、現実を合理化し国民経済を促進する方向において、中心

地点の体系に計画的に影響を及ぼすことが、どの程度まで可能であるか、という問題をさらに提起しなけ

ればならない｣と、政策面への姿勢を示す。そして、「ドイツにおける新編成計画または国土を経済区域

に分割する計画(フランスのレジオナリズム、イギリスのリージョナリズム、ソヴィエートのライオニロ

ヴァーニエ)の精密な理論的基礎は、これまでには、殆んど全く欠けていた」とすら批判する。彼は・・・

心の隅では、ドイツのそしてヨーロッパ各地の国土空間計画に対する批判の眼を宿していたのである。」 
26 中心地概念は、クリスタラーの中心地理論の発表以来かなり長期に渡る学問的検討を経て空間計画の

中に導入されたとされている（森川洋(1996)、p.27）。 
27 生田真人(2000-b)、p.201 
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ンを重層的に組み合わせることで解説し28、さらにそれを前述のように実現するため理想的かつ適用可能

な指針として示したことに意義が見いだされる。 

 

 

 

                                                  
28 柳井雅人(1997)、p.34 

図２－３  クリスタラー・モデルと拡散パターン  

出典：矢田俊文（1996） 
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 富田和暁29は、中心地理論の最大の意義として、中心地の中心性によって成立する都市の階層的秩序、

及びおのおのが階層都市を中心とする「補完地域」の重層的編成が生じる必然性を説いたことを挙げてい

る。また北原・矢田30は、基礎的サービス・公共施設の立地だけでなく、たとえ住民の消費と直結しない

財やサービス、例えば生産財・中枢管理機能・事業所サービスといえども、（注意は必要であるが）おの

おのの供給範囲を形成していることは事実であるから、中枢管理機能及び第三次産業の階層的立地・配置

と都市の階層的秩序との関連をも、この中心地理論を応用することによって考察できると指摘している。 

 一方、クリスタラーの理論に対する批判でまず目にするのは「均等、均質な地域的条件が、中心地シス

テムを構築した時点で維持されるのか」31、「地域的な特色を持った中心地機能以外の特殊機能の存在は

不問に付されており、現実の都市分布について考えるときには、理論的限界が認められる」32、「徒歩交

通を前提とする前近代社会の地域経済構造を前提としているので、都市商業は立地に関する地理的慣性が

左右するとはいえ、交通・通信技術が急速に発展した戦後社会では、理論の有効性は次第に低下せざるを

得ない」33といったことであり、確かに中心地理論の前提である理想的な条件をもって、現実に当てはめ

た場合に明らかに誤差や齟齬が生じることになる。しかし、クリスタラー自身が地形に合わせて幾つかの

オプションを設定したりしていることをわざわざ考えなくとも、実際にドイツにおいて、都市施設整備に

                                                  
29 富田和暁(1991)、p.203-204 
30 北原貞輔・矢田俊文(1986) 
31 柳井雅人(1997)、p.41 
32 森川洋(1996)、p.17 
33 生田真人(2000-b)、p.70 

図２－４ クリスタラ―の交通原理（左）と供給原理（右）に基づく中心地交通路の分布 

出典：矢田俊文（1996） 
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応用され、さらに土地利用規制設定等にも適用されることで中心地システムの構築自体による上位中心地

への過度な集中をかなりの程度回避させていることから、理論の現実的な有用性は、こと土地利用上のコ

ントロールの力が強いドイツのような国・地域においてはかなりの程度実証されていると考えられる。従

って柳井雅人が指摘するような「最終的には、できるだけ少数の中心地区で供給を済ませる補給原理で、

合理的な地域構造を組み立てることになる」34といった懸念も、現実のコントロールである程度は回避出

来ていると考えられるのである。 

 しかしこのことは、逆にいえばドイツのような特殊な条件下、すなわち元々人口や経済活動が国土の上

にだいたい均等に配置されており、かつ市場原理が本格的に導入される以前から政府による経済活動のコ

ントロール（土地利用規制等）が強く保たれている、といったような国・地域でしか適用できないことを

意味する。すでに人口配置のアンバランスが激しい地域や、そうでなくても政府の規制力が弱く立地を含

めた経済活動が自由に行われるところ、逆に政府の力が強いがまず拠点を整備することで特定地域を核に

経済を発展させようとしているような国、即ち殆どのアジア諸国においては、地域格差是正、とりわけ地

域的配分の不平等（地域間不平等）の是正という観点からは適用しにくいと考えなければならない。 

 柳井35は、中心地理論におけるクリスタラーの理念的な地域構造は、政策として均衡的な産業配置を形

成するための一つの指針を与えるとしているが、この場合の「均衡」というのは、空間の同質化を目指す

地域的配分の不平等（地域間不平等）の是正とは、似ていても実際はかなり異なる概念となっている。確

かに等質な空間を前提として中心地理論を踏まえた計画づくりをすれば、都市施設であれ産業集積であれ

地域に均等な配置となる。しかし中心地理論では、こうした都市施設や産業集積がある地域内にそもそも

どれくらい必要か、あるいは中心地がいくつ必要かといったことは、理論の中で説明できるものではなく

理論の前提となっているのである。クリスタラーの理論が第三次産業、すなわちサービス業立地の基礎的

な理論であると言われる所以は、等質な空間を前提として、あるいくつかの点から全空間にくまなく供給

するための明快な理論を提供しているからであるが、その点から供給される距離の上限は理論の中では仮

定でしかない。中心地の必要数もこうした距離の上限についての仮定があって初めて導き出されるもので

あるが、公共公益施設と違い、産業集積は距離の上限に当たるような供給圏（すなわち市場圏）が存在し

ない。従って、中心地の必要数が１つあるいは少数であれば、当然それらは大都市に設定されることにな

り、ヒエラルキー構造が形成されるのである。柳井36は、「都市群の形成は、一国の発展段階や歴史的経

緯によっても、異なる様相をとってくる」と述べて、新興国が工業化する場合は次のようになるとしてい

る。まず農産物や軽工業品などの物流や人口流の結合地点である物産集積基地(卸売業などの中心地)が都

市網の核を形成し、そこを基点に小売の(中心地モデルによる)中心網が充填された状態が基盤になる。こ

こにおいて工業が導入されると、形成されていた中心地網が修正をこうむることになる。とくに地方政府

の力が弱く、中央政府の権限が強い場合は、政府主導で最も中心的な地域に、国家資金を使って集中投資

される傾向にあり、一部の都市が突出したクリスタラー型の都市群システムが形成されることになる。 

 したがってクリスタラーの理論を、本論文の地域格差（是正）の分類から解釈すると、人口が均等な地

域での適用であるという前提を置けば、あるいは均等でなければ人口あたりで境界を設定すると考えれば、

一人当たり配分の不平等（地域間不公平）の是正を目指しているということになる。 

                                                  
34 柳井雅人(1997)、p.41 
35 柳井雅人(1997)、p.41 
36 柳井雅人(1997)、p.199-200 
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２．２．２．３．マイク・ダグラスの都市農村リンケージ 

 都市への集中と地方農村の貧困が長らく問題となっていたタイでは、都市部と農村部との地域格差を是

正する政策が採られ続けてきたが、その過程では政府機関や国内外の学者によって、特に農村振興や都市

と農村の結びつきといった観点から様々な考え方が示されてきた。その中でも有名で、かつ長年の経験を

踏まえて理論として体系化されつつあるのが、マイク・ダグラス(Mike Dougrass)の「都市農村リンケージ

(Rural-Urban Linkages)」である。ダグラスの理論がユニークな点は、通常、産業立地等を振興することに

よる外発的発展か農村コミュニティの活用による内発的発展かという、半ば二者択一的な考え方に陥りが

ちな地域格差是正の理論を修正し、農村と都市の役割を現実的に明確化しながら、本来農村で行われるべ

き付加価値生産を都市から農村へ引き戻すことによって、「農村都市」を形成して農村を振興する「アグ

ロポリタン・アプローチ」というものである。 

 ダグラス37は、チェンマイやローイエットといったタイの地方・農村部の例を引き合いに出し、これま

での政府の国土政策による成長極の指定で大都市・中小都市が発展してきたものの、農村部はその発展か

ら取り残されているとし、そもそもそうした農村部がたとえ都市から地理的にかなり近接していても、農

民は総じて大都市に出ていこうとせず（すなわちリンケージが発達していない）、結果として、成長極が

出来る前と後で農村部の状況はそれほど変わっていないことを指摘した。成長極の指定による政府の地方

都市振興策は、公共投資をポテンシャルの高い地域に集中させるものであり、（農村振興等によって）「場

所を富ます」のではなく（農村から人を成長極に移住させて）「人を富ます」ことにあるのは確かだけれ

ども、実際に移住してくるのは若い人々だけであり、本当に貧しい人々は農村に相変わらず残ってしまう。

ダグラスはこうしたことを問題意識として、農村と都市の相補性を見いだすにはどうすればよいかという

課題に取り組み、都市が農村を搾取する関係ではなく、「都市農村リンケージ」の中で農村を多様化する

という主張をした。 

 ダグラスによれば、従来の国土政策に適用されている中心地理論や（成長極）工業分散モデルが仮定し

ている議論からみると、農村は相互にそれほど性質の相違がないものと捉えられてきた。しかしインドネ

シア等での実際の調査にもとづけば、都市農村システムは決して一様ではなく、生産構造（プランテーシ

ョン、零細、・・・）、生活様式、インフラ条件、外部の都市との（従来からの）接続などの条件が異な

り、さらにそれが固定化されていることがわかる。農村の潜在力は、人的・物理的資源による「絶対的空

間(absolute space)」と、都市や地域との繋がり「相対的空間(relative space)」の両方から形成されているが、

その双方が様々な面で相互に異なったものとなっており、しかも個々の農村でそれが多様化されていない。

これまでの農村と都市とのつながりは、商品の売買、中間品の輸送、また雇用労働力移動においても、距

離に依存せず個々の農村にとって様々な形態をとり、かつそれが固定化されたものである。したがって例

えば単に道路ネットワークをある広域内で都市と農村の間で構築しても、個々の農村では条件が異なるた

めその効果・功罪は一概にいえず、農村をより振興する場合もあれば、逆に搾取するような状態になるこ

ともある。但し多くの場合、農村は固定化された単一のネットワークしか持っていないので、テレビなど

の（消費関連の）情報は多量に流れてくるのに、付加価値増加に資するような供給関連の情報（例えば一

次産品価格の情報）は入ってこず、結果的に自分のところで付加価値を生むような仕組み、すなわち生産

物（一次産品）や移入品（中間財等）の加工による前方、後方連関が形成されず、すぐに付加価値をつけ

るべきものや付加価値を与えうる労働力が都市に流れてしまう。これが農村の疲弊に繋がっている。 

                                                  
37 Mike Dougrass(1998) 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 47

 ダグラスはこうした考え方の元、以下のような提案をしている。これまでの成長極モデルは、「中心地

理論（を元にした単純なヒエラルキー）」「製造業（という単一産業による振興）」「（農村の発展につ

いては）染み出し効果（で対応）」といったキーワードであった。ダグラスはこれを、「（多様な）全て

のセクター」「パラレルな（ヒエラルキーが比較的ない）」「明確に区分された多様な性質を持つ地域の

集合体」「（それを実現するために）地方への権限移譲」といった観点で見直して地域クラスター／ネッ

トワークモデルに基づいた地域構造を形成し、「都市農村リンケージ」を達成させるのがよいとした。具

体的には、個々の農村におけるネットワーク・リンケージを多様化し、独占などを防ぎ、一次産品不況な

どの状況変化やトラブルに柔軟に対応できるようにする。さらに、リンケージの強化から一次産品などに

関する都市の情報をより得やすくし、地方都市での雇用増加を目指すべきであると指摘している。ダグラ

スが特に重視しているのは、農村で付加価値を形成することであり、それができれば雇用や購買力、及び

それによる好循環(Virtuous Circle)は後からついてくるとしている。但し、農村単体、またそのネットワー

クのダイナミクスの双方が、個々の農村によって様々な性質を持つので、例えば単に道路を敷くのがよい

といったことではなく、ネットワークの構築は個々の農村の各要素ごとに慎重に見極めたのちに適切な形

で構築すべきであるとしている。 

 こうした考え方を踏まえて、ダグラスは農村と都市の開発の統合をはっきり示したフレームワークとし

て、「アグロポリタン・アプローチ」を提唱し、農山漁村へのアクセス、政治行政権限の地方移譲、農産

物の多様化への国家的アプローチを発展させることで、適性な規模（農村居住者が容易にアクセスできる

程度に小さく、また規模の経済や多様性が維持できる程度には大きい）の「アグロポリス」を形成すべき

であると提案している。 

 ダグラスの主張における重要な点は、まず既存の成長極を中心とした地域開発アプローチ（あるいは地

域格差是正政策）の楽観的な見解、すなわち地方に「極」を形成すれば染み出し効果によってその周辺の

農村、さらにはその外側へと経済循環が巡って地域全体が発展するという見方を、実証研究等をふまえて

具体的に否定している点である。またその理由として、農村が一様ではなく様々に異なっている点を指摘

したのは、一般に受ける農村に対するイメージを覆している点でも、またそうした見方のもと全国でほぼ

同じような形で進められてきた地域開発政策と地域格差是正政策を批判している点でも、非常に有意義と

考えられる。 

 こうした主張のもと、ダグラスは提案として、緻密な調査に基づく都市農村間の「有用な」ネットワー

クの構築と多様化、それぞれの農村が多様な施策ができるような政治行政権限の地方移譲などを示してい

る。前者に関してはダグラスを中心とした都市と農村のリンケージに関する主張がタイ政府の政策にも

度々影響を与え、タイ政府もコメの増産を目指す「緑の革命」プロジェクトの影響を精細に調査したり、

「小都市アプローチ」のような形で農村開発や小中心地の形成を伴ってよりよいリンケージ(better linkage)

を築く努力を続けてきている38。しかしもう一つの、地方への権限移譲という点は、地域格差是正政策の

手法の変更だけで変えられるものではなく、より大きな問題、具体的にはアジア諸国の開発政策を支え現

在でも残っている強度に中央集権的な構造、また地方で適切な施策を打てるような人材の不足といった具

体的な問題が横たわっている。 

 

                                                  
38 Phisit Pakkasem et al (1977) 
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２．３．開発主義と地域格差是正政策 
 

 前節では、アジアやそれ以外の諸国での国土政策の背景となった既存理論を、本論文の目的に照らして

考察を加えながらレビューしたが、次にここでは、アジア諸国の国土政策に大きな影響を与えてきた政治

経済的背景について分析する。第一章においては、欧米と違うアジア諸国の国土政策の特徴について論じ、

本論文においてアジアに焦点を当てる意義を述べたが、本節ではその論理をより明快にするために、アジ

アの経済成長を担ったとされる開発主義と呼ばれる政体の性質が、地域格差是正政策にどのように関係し

ているかについて、開発主義の下での国土政策・開発計画の意義という観点から論じ、それが具体的な地

域格差是正政策にどう影響を及ぼしてきたかについて論ずる。 

 

２．３．１．開発主義 

２．３．１．１．アジア諸国の国土政策の経緯 

 まず、アジア諸国を含めたいわゆる開発途上国の計画策定の経緯については、国際関係・国際協力分野

の視点から、湯川攝子・小林一三1に詳しい。 

 欧州においても、戦時中は限られた資源を有効に利用するため統制経済を余儀なくされたが、戦後のマ

ーシャル・プランの下では各国が経済計画を策定することを条件に米国の援助資金が与えられたため、経

済の計画化は一層進んだ。こうした傾向はマーシャル・プラン終了後、次第に弱まったが、西欧経済の復

興・開発に計画が有効であったことから、計画策定を援助の条件にするという手法はその後の途上国援助

において踏襲されることとなった。 

 アジア諸国では、1950年に開始されたコロンボ・プランがその加盟国に開発６ヵ年計画を策定するよう

奨励したことから、開発計画は広く取り入れられるようになり、その後もアジア諸国の計画導入の背景と

して欧米諸国や国際機関の援助政策が強く影響している。実際に発展途上諸国で開発計画を策定するに際

しては世界銀行を始めとする国際機関や援助供与国の専門家が派遣され、その指導の下に計画書が作成さ

れた2。末廣昭3もこの1950年代にアジア諸国で一斉に導入される経済開発計画について、「第一に、経済

計画の多くが、コロンボ計画（プラン）への参画の条件もしくは国際機関の援助の受け皿として作成され、

計画立案のイニシアティブも、途上国ではなく援助供与国である旧植民地本国やアメリカがとっていた。

第二に、開発計画は工業化政策だけでなく、食糧増産、自然資源開発、インフラ整備などを含む総合的開

発を目指していた。第三に、途上国自身にとって開発計画の立案・遂行は必ずしも枢要ではなく、脱植民

地化を進めるための多様な経済政策のひとつと理解されていた。」として特徴づけている。 

 ただし先進国や国際援助機関が計画策定を強力に推進した背景には、政治的な理由だけではなく、より

実際的な理由、すなわち計画書の作成という作業を通じて、基礎統計や資料の整備とそれによる合理的か

つ整合的な政策づくりへのモチベーションづくりといったことももちろん存在した4。また1950年代に発

展途上国で策定されていた開発計画は、ほとんどの場合、インフラストラクチャー整備を予算制約の中で

効率的に、かつ中期的展望の下で行う方法的枠組みを提供する公共投資計画であった5。 

                                                  
1 湯川攝子・小林一三(1999) 
2 湯川攝子・小林一三(1999)、P.2-3 
3 末廣昭(1998-b) 
4 湯川攝子・小林一三(1999)、P.5 
5 湯川攝子・小林一三(1999)、P.8 
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 この時点ではアジア諸国の開発主義的な思想はまだ顕著ではなく、また現在の国土政策を担う国家計画

のような包括的な計画は存在しなかった。この結果、途上国が必要とする伝統農業の変革や近代工業の設

立等の構造変化の推進に公共投資計画だけでは十分な効果を持ち得ず、民間部門を含む包括的計画の必要

性が、世界銀行や計画の専門家等によって主張された。 

 こうして1950年代末から1960年代にかけて、アジア諸国を含む途上国各地で相次いで包括的計画が策定

される。しかし資本産出高指数等、正確な統計が不足していることや、当時から一次産品に頼った経済構

造が外部要因の変動の影響を受けやすいことなどから、計画への信頼が失われ、計画の政策決定への影響

力は低下した6。一方で、実際的な部門計画や事業計画を必ずしも伴わない全体計画は、既存の政治勢力

間の深刻な対立を引き起こすことなく政府の開発構想を明らかにし、国民の支持を取りつけるという効果

ももちえた。計画を援助資金獲得の手段や国内の政治的シンボルとして見る限りは、途上国、とりわけそ

の中央政府にとって大きな意味をもった7。 

 1970年代に入り、それまで考えられていた経済成長の均霑効果が、実際には必ずしも貧困層にまで恩恵

を与えていないことが明らかになると、成長だけを重視するのではなく、より広い開発目的を視野に入れ

た計画の必要性が主張されるようになった。特に未だ市場経済の枠外にある人びとも含め、全ての社会階

層を発展過程の中に組み込み経済成長の果実を分かち合うためには、開発計画の立案から実施に至る全て

の段階に彼らの「参加」を得ることが不可欠と考えられていた8。例えば絵所秀紀9によれば、1972年の『ケ

ニヤ・レポート』が開発戦略の転換を強く求めている。新しい開発戦略の目的として「生産的雇用の拡大、

貧困の根絶、極端な不平等の縮小、および成長の成果のより平等な分配」が提案され、具体的には（1）

経済の持続的拡張、（2）経済拡張の利益のより広範な共有、（3）国民的な経済統合の促進、（4）地域

間、社会階層間、および個々人の間における極端な不均衡と格差に対する戦い、の四点、とりわけ「成長

からの再分配」戦略の採用が強調された。 

 国際機関や援助国が提唱する開発戦略の重点が「経済成長と所得分配の両立」に移ると、途上国の計画

目標にも所得水準の向上と並んで雇用増加、貧困の撲滅、所得分配の平等化が掲げられるようになった10。

またこの頃既に日本以外のアジア諸国の一部でも始まっていた工業化は、経済活動の都市集中を引き起こ

し、不十分なインフラ整備から様々な弊害を引き起こすことになる。こうしたことから、産業活動のほと

んどが特定の地域に集中するのではなく、ある程度の地理的バランスを保ち、同時に各地域での経済開発

を通じて国民全体の所得向上を謳う、地域格差是正を含めた国家政策の素地が出来上がるのである。 

 

２．３．１．２．開発主義の定義と背景 

 そして1970年代からはNIEs諸国、ASEAN諸国の一部を中心とするアジア諸国の経済発展が始まる時期

でもある。その要因を述べた論は多いが、大きく分けると新古典派経済学の議論と政府の主導的役割を重

視する「国家主義者(statist)」アプローチの２つが存在する11。岩崎育夫12は、一部の研究者による市場メ

                                                  
6 湯川攝子・小林一三(1999)、P.10 
7 湯川攝子・小林一三(1999)、P.10 
8 湯川攝子・小林一三(1999)、P.111 
9 絵所秀紀(1998) 
10 湯川攝子・小林一三(1999)、p.13 
11 末廣昭(2000)、p.22 
12 岩崎育夫(1998) 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 50

カニズム原理による成長要因を認めながらも、特に成長の立ち上がりの段階（1970年代から80年代前半の

時期）においては広範囲に国家主導型の下で開発が進められたと主張している。この国家主導の経済開発、

およびそれを可能にした政治的な背景等を含めた（東・東南）アジアにある程度共通してみられる現象を

「（アジア）開発主義」と呼んでいる。 

 末廣昭13によれば、開発主義の概念を日本で最初に使用したのは、村上泰亮の『反古典の政治経済学』14

であるといわれている。彼はこの著書の中で、開発主義を「私有財産と市場経済（すなわち資本主義）を

基本的枠組みとするが、産業化の達成（すなわち一人当たり生産の持続的成長）を目標とし、それに役立

つ限り、市場に対して長期的視点から政府が介入することも容認するような経済システムである。」と定

義した。村上は、経済自由主義に基づく先進国経済が個人や企業を基礎に置いているのに対し、後発国の

開発主義は「明らかに国家を基本単位として設定される政治経済システムである」と捉えて、後発国が先

進国にキャッチアップするために、一時的に政府が市場に介入し、特定産業の競争力を強化したり技術進

歩を促進したりすることは、単に容認されるだけでなく、政策的にも合理的であると主張した。 

 こうした考え方がアジア経済発展の主要な要因として特徴づけられる背景には、そもそも政府というも

のは産業活動に直接関わることはなく、それによる外部不経済や悪弊を除去するような補佐的立場として

のみ機能するという「規制型」(regulatory)であるべきという欧米の政治理論がある。西尾勝・村松岐夫15は、

これに対して、日本をはじめとするアジア地域の政府を「開発型」(developmental)と定義し、日本の通産

省が経済開発に果たしてきた主導的な役割を挙げながら、政府自体が経済政策を先導する積極型「ガバメ

ント」が存在するとしている。 

 

２．３．１．３．開発主義拡張の経緯 

 開発主義に似た思想は、一般的には東・東南アジアでオリジナルに生まれたものだという印象が強いが、

ガーシェンクロン（Gerschenkron,1962）は、フランスのサンシモン主義、ドイツのナショナリズム、ロシ

アのマルクス主義といった西欧の後発工業化国の状況を例に、「特有の工業化イデオロギー(specific 

industrialization ideologies)」の存在の重要性をすでに指摘していた16。 

 しかし、富国という目標のために計画的あるいは集権的に資源と「国民」（特定の階級や階層ではない）

を中央政府が長期的に動員し管理する体制という点では、第二次世界大戦後の冷戦構造の中、その勢力範

囲が入り乱れていた東・東南アジアの中での拡張が非常に強烈である。末廣昭17によれば、経済成長や経

済開発といった概念がアメリカの対外戦略の中で重要な意味を持つのは意外と遅く、ソ連との間で「経済

成長のシステム間競争」が開始される1950年代後半からである。暴力革命を未然に防止するためには、経

済開発に向けてあらゆる階層を糾合した国民的な努力（社会変革）と強力な政権を、途上国内部に創り出

す必要があることを強要した。つまり、経済的自由主義や政治的民主主義を当面放棄し、今日の開発志向

的国家の登場や政府による経済介入を、途上国に容認する方針を打ち出したとされている。 

 対外的にはこうした背景から、（結果的に見て）暫定的にこうした非民主的とも考えられる開発主義が

認められたのであったが、内部的には、経済開発をイデオロギーとする政府が形成される背景を藤原帰一

                                                  
13 末廣昭(2000)、p.110- 
14 村上泰亮(1992) 
15 西尾勝・村松岐夫(1995-a)、p.279-281 
16 末廣昭(1998-b) 
17 末廣昭(2000)、p.119- 
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18が、「富国、強兵、そして独立という、独立国家のナショナリズムを支える3つの柱のうち、欧米大国と

の協調関係のために、「独立」は怪しく、また軍事戦略を独自に立てて遂行することが集団安全保障の中

で容易にかなわない以上、「強兵」も怪しい。独立国家としての独立を政策としてもシンボルのうえでも

示すことのできない、そんな中でのナショナリズムの機軸としてただひとつ残されたのが「富国」であっ

た。」として開発主義の経緯を説明している。そしてそれが、さしたる自己犠牲も強要せずに御利益を説

教する日めくりの教訓のように陳腐な教えだったからこそ、開発シンボルの政治的有効性も生まれ、その

目標が個々の国民への福祉や具体的な所得分配ではなく、国家の開発である19にも関わらず国民は多くの

場合支持してきたのであったとしている。 

 こうした開発主義的な背景は、NIEs・ASEAN諸国の一部など「新興」の工業国だけでなく、日本につ

いてもかなりの程度いえることである。1990年代中頃までのアジア諸国の経済成長について報告した有名

な世界銀行のペーパー20では、日本をリーダーとする「高いパフォーマンスを示している東アジア経済（な

いし国・地域）」(High-Performing Asian Economies: HPAEs)は、輸出の急成長など、共通の特徴を持つ国々

であるとし、またそれらの国・地域が、歴史的経験や今日の他の地における状況と異なり不平等度が非常

に低く、かつさらに低下していると報告している。さらにこうした国々にかなりの程度共通する特徴とし

て「成長の共有を通じた正当性の確立」を挙げ、経済成長達成に寄与した制度的基盤の影響の大きさを指

摘している。こうした経緯は、通常日本以外のアジア諸国の特徴として当てはめられることが多いが、日

本についてもその程度の差はあれ見られ、開発独裁と呼ばれるような強烈な形ではなかったが、戦前から

戦後を通して「富国」「経済復興」「開発」といった形で指向され続けてきたのである。 

 ただし前述のように速水佑司郎21によれば、日本とその他のアジアの国々の開発主義とそれに基づく政

策体系の違いを、国内産業の保護とナショナリズムの高揚に特徴づけられた「開発主義的市場経済」と、

輸出産業の振興と成長至上主義のイデオロギーに特徴づけられる「新開発主義的市場経済」として区別し

ている22。また末廣昭23は、同じ東・東南アジア諸国においても政府が開発に向けて法的整備や制度化を

積極的に進めた韓国、シンガポール、マレーシアなどと、その試みが中途半端であった台湾やタイを区別

し、「開発体制は決して途上国全般を覆ったわけではない」として、アジア諸国の中にも違いがあると指

摘している。 

 

２．３．１．４．開発主義と国土政策の具体的な関連 

 開発主義と国土政策の内容との具体的な関係性についても、これまで多く取り上げてきた末廣昭の議論

から分かり易く導き出すことができる。末廣24は、開発主義の特徴として、 

 

①途上国の開発主義は、国家や政府の経済介入を大きな特徴としているとはいえ、私的所有制度

の廃止は目指していない。 

                                                  
18 藤原帰一(1998) 
19 藤原帰一(1998) 
20 世界銀行(1993) 
21 速水佑司郎(1995) 
22 末廣昭(2000)、p.111 
23 末廣昭(1998-b) 
24 末廣昭(1998-b) 
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②開発主義を掲げる政治指導者は、社会主義政権のように特定の階級ではなく、国民や民族の用

語を使って呼びかけ、国民（民族）全般の支持をその正統性の根拠にすえようとした。 

 

③権力の集中を伴う開発主義の導入を正当化しているのは、先進国へのキャッチアップ志向や、

共産主義勢力への対抗という危機管理意識だけではなく、経済成長を国家と国民が共に第一義の

目標に設定するという、「成長イデオロギーの地域格差の解消」である。 

 

の３点を上げている。 

 このうち、政府主導で経済開発を行うという開発主義の基本目的と、開発主義の特徴として挙げられた

国民全体の支持の取り付け（②・③）、この二つは実際には矛盾した概念となっている。なぜなら、工業

化による経済開発は立地有利な地域での集積が重要にも関わらず、未だ経済発展していない国の国民は基

本的に地域的に分散して分布しておりその多くは移動性もそれほど高くなく、経済開発による利益が地域

的に均等に分配されないからである。にも関わらず末廣が述べるような「成長イデオロギーの地域格差の

解消」を達成し国民全体が経済開発という目標を共有するためには、どの地域の国民もほぼ一様に経済開

発による利益を享受できることを政府があらかじめ保証し宣言した上で、実際の政策を進めなければなら

ない。そのため「地域格差の是正」「国土の均衡ある発展」という概念が不可欠なものとして生まれ、そ

れを代表する形で国土政策という方法が採られることになったと考えることができる。 

 さらに末廣が挙げた①の特徴に関連して述べると、こうした開発主義による国土政策が、社会主義的な

考え方とは似て非なるものであることが、以下のような理由によって示される。仮に所得の再分配といっ

た社会の公正などを優先課題に国土政策を設定したならば、末廣25も述べるように開発志向型国家

（developmental state）よりは、分配志向型国家を構想し追求した方がより合目的的であろう。しかし実際

の開発主義体制は経済開発を国是としていることから、分配自体は開発主義の政府指導者が国民の賛同を

得るための見かけ上の手段、悪く言えば方便に過ぎない。藤原帰一26は、開発主義における実際の経済の

意味は概念も指標も曖昧であり、その散文的で御利益のあるシンボルが「開発」概念を支えていると指摘

しているが、国土政策はそれを文言による地域格差是正という「タテマエ」の形で強く反映しているとい

えるのである。 

 このことに関連した事実として、湯川攝子・小林一三27は、発展途上国の開発過程には政府が積極的に

介入すべきだという主張が根強くなされてきたにも拘らず、世銀調査による中央政府支出の対GNP比が、

1995年において中・低所得国の平均で21.9%と高所得国の平均値31.3%より低いものでしかないことを指摘

している。 

 このことは、国土政策が地域格差是正のために実際に用いる政策手段とも関係している。開発主義によ

る政府主導の経済開発を、より少ない政府支出のもとで行うためには、公共投資以外の手段、すなわち様々

な優遇政策によって市場の活動を招き入れかつ活発化させるという方法が主に採られることになる。また

公共事業もそれに従って集中的に配分することが求められる。但し同時に、便宜的な方便ではあっても宣

言してしまっている「地域格差是正」についても配慮しなければならないということになる。 

                                                  
25 末廣昭(1998-b) 
26 藤原帰一(1998) 
27 湯川攝子・小林一三(1999)、P.234 
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税収 税以外 合計

シンガポール 1998 14.5 10.3 24.8
マレーシア 1997 18.9 4.1 23.0
日本 1993 17.6 3.2 20.8
大韓民国 1997 17.3 2.7 20.0
インドネシア 1999 15.8 2.6 18.4
フィリピン 1999 14.4 1.4 15.8
タイ 1999 13.0 2.0 15.0

ブラジル 1997 19.9 4.1 24.0
カナダ 1997 19.6 2.0 21.6
アメリカ合衆国 1999 19.3 1.3 20.6
アルゼンチン 1998 12.6 1.2 13.8
メキシコ 1998 11.9 1.3 13.2

フランス 1997 38.9 2.5 41.4
イタリア 1998 38.2 2.6 40.8
スウェーデン 1999 35.5 4.5 40.0
イギリス 1997 34.7 1.8 36.5
ドイツ 1998 26.3 5.0 31.3
スペイン 1997 28.3 1.9 30.2
ギリシャ 1998 21.9 1.6 23.5

表２－４　主な国々の経常収支の対GDP比
出典：矢野恒太記念会編(2001)p.400-401より筆者編集

経常収支の対GDP比(%)

欧州

北南米

東・東南アジア

国名 年次

 

 国土政策論の方からも、伊藤善市28が「後進地域の開発問題が、現代的課題として登場するに至った背

景には、一方において後進国のナショナリズムの要求、および国際経済の拡大均衡の要求という潮流があ

り、他方において同一国内における経済水準の地域差の発生にもとづく較差意識の高まり、すなわち社会

的緊張の増大に対して、これを是正しようとする要求がある。」という形でこうした点を指摘している。

また逆に過密の是正と格差の是正という課題を達成するには、高度成長が不可欠の条件29であることから

も、開発主義と国土政策は非常に密接な関係性を保っていたということができるのである。 

 こうしてアジア地域の地域格差是正政策の背景として強く影響する国家主義の性質について説明して

きた。次に、開発主義下の国土政策、あるいはその総合的体現化にあたる国土計画の基本的な性質につい

て論じ、具体例を扱う第三章以降の議論の基礎としたい。 

 

２．３．２．開発主義と国土政策 

２．３．２．１．合意形成の担保としての国土政策 

 （行政）計画とは、西谷剛30によれば「行政機関が、積極的な行政活動を行うため、目標を設定し、そ

の達成のための手段を総合することによって、具体的活動の基準を設定する行為である」としている。「公

共の福祉という抽象的な概念を具体的な個々の行政作業の基準として用いるために、中間的に具体化する

ため、行政の目標を設定する場、すなわち計画という手段を必要としている・・・」のである。こうした

目標の明確化を実現するために、手島孝31が以下のように８つに分類するような形で、多様な目的・期間・

対象などに対しての多様な計画づくりが行われる。 

                                                  
28 伊藤善市(1965)、p.43 
29 伊藤善市(1965)、p.307 
30 西谷剛(1971)、p.59 
31 手島孝(1976) 
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 (1)期間―長期計画、中期計画、短期計画 

 (2)対象領域―総合計画、経済計画〔フロー計画、ストック計画〕、社会計画、管理計画など 

 (3)目標形態―施設計画、非施設計画 

 (4)国政次元―政治計画(戦略的計画)、行政計画(戦術計画) 

 (5)効果―指示的計画、誘導的計画、実効的計画 

 (6)予算―予算を伴う計画、予算を伴わない計画基本計画 

 (7)具体化の程度―基本構想、基本計画、実施計画、日程計画、作業計画 

 (8)地域―全国計画、地方計画〔広域計画、道府県計画、市町村計画〕 

 

 しかし計画の役割についての議論は、個別目標を具体化することによってより大きな目標（例えば国民

の福祉といったこと）を達成可能性を確実にするといったことよりもむしろ、目標を具体化すること自体

に計画の意義を置くという指摘も多い。ブリッツァーは、混合経済における計画(Planning)を、一国の発展

に望ましい方向づけを与え、それを加速化するために，長期にわたる経済上の意思決定の整合化を企図す

るものだと規定しており32、それをもって湯川攝子・小林一三は、開発計画の成否は単に目標と実績が一

致したか否かによってではなく、意思決定の整合化がどれ程進んだかによって判断されねばならないとし

ている。バンフィールドは、都市計画プランナーによるマスタープランの形成を、公益に基づく一元的な

目標が設定される合理的な通択過程とし、一方で現実の社会において実現され、都市のあり方を決定する

政策は合理的な選択過程とは全く異なる「政治」過程であり、異なった目標をめぐってさまざまな主体が

争うこと自体に計画の本質を見いだしている33。小野五朗34は、インフラ同士の整合性を保つという意味

で、より具体的な個別計画・個別施策相互間の整合性を担保するために計画が必要不可欠なものであると

している。こうした見方は異口同音に、計画が策定されるという行為によって多主体間の調整がなされ、

あるいは計画が発表・公開されることによって政府の意図が分かりそれに沿って他の主体（企業等）が整

合した活動を行っていくということを示していると考えられる。 

 このことは、国土政策を代表し体現するような、国土計画あるいは開発計画の場合について、特にいえ

ることであると考えられる。湯川攝子・小林一三35は、開発計画の機能として、①当該国が直面する問題

の認識、②それら諸問題の解決のための具体的政策手段の提示、③問題解決のための国民各層の合意形成、

であると述べている。経済成長という目標を達成するために、（あくまでタテマエ上の話で、実際は免罪

符的なものであったにせよ）国民各層の合意のもとで国のあり方を決定していくプロセスとしての国土計

画策定・提示は、開発主義の具体化という意味でも、また途上国等のように資源や生産要素が不十分な状

況下で集中投下を可能にする意味36でも、非常に重要になってくる。 

 

                                                  
32 湯川攝子・小林一三(1999)、P.236 
33 西尾勝・村松岐夫(1995-b)、p.160 
34 小野五朗(1999)、p.55 
35 湯川攝子・小林一三(1999)、P.237 
36 小野五郎（小野五朗(1999)、p.73）はこのことを「特に、途上国等のように、原資蓄積が遅れ、生産要

素が不十分な社会にあっては、保有する全ての生産要素を、開発のために集中投入することが必要である

が、公権力による計画の提示は、そうした生産要素の集中投下を可能とする。」と指摘している。 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 55

２．３．２．２．国家計画における地域格差是正 

 御厨貴37は、国土計画のルーツとして国土計画に備わる２側面、すなわち地方利益的要素といった個別

開発計画的側面と、グランド・デザイン的要素といった都市計画的側面を挙げている。地域格差是正政策

に関連していうと、前者は公共事業関係のプロジェクト（ダム、道路、鉄道、港湾、病院、学校建設、河

川改修など）に代表される基本的に公共投資だけで実現できる計画38としての側面、後者は政府が関与で

きる部分がかなり限られる企業・産業立地政策39といった側面である。そしてそのどちらの側面が計画の

表面により強く出るかを含めて、国土計画には現実の社会との緊張関係が常に反映されるものである40と

している。アジア諸国の場合は、前述のように開発主義のもとで公共投資を中心とした直接的な関与より

も後者の産業立地政策による優遇・規制といった側面が国家計画に占める地位が大きくなっている。 

 そして工業化を達成したほとんどの国では、産業の発達が必然的に大都市の興隆・地方の衰退を招くこ

とになり、大都市では過密問題、地方部では過疎化・衰退問題を生じさせることになった41。多くの国の

国土政策の問題意識は、こうした問題の解消手段として「国土の均衡ある発展」を実現するために国家・

国土計画を練り上げ、その下で積極的な大都市からの分散政策や地方の開発・立地政策を策定する。これ

は本論文の分類における、過密過疎問題（絶対的地域格差）の是正にあたる。 

 しかし一方で、計画の役割として、目標達成の手段として以外に、意志の統一・利害の調整のための手

段としての側面が強いことが挙げられることをすでに述べた。利害の調整はしばしば政治的な思惑がから

むが、最終的な国民全体の経済発展や福祉向上を目指す国家政策は、国民の総合的利害の唯一の調整手段

42として、地域的に偏った形での政策は打ち出しにくい。特に開発主義の要求は、国民の統合による国家

目標である経済開発のために、ある程度のタイムラグはあったとしても結果的にすべての国民が豊かにな

れるような目標を、（少なくともレトリックとして）用意しなければならない。 

 このようにして、開発主義を具体化するアジア諸国の国家計画において地域格差是正が不可欠な概念と

して内包されていったのである。しかし同時に、経済成長を至上命題とする開発主義を具体化する形で提

示される国家計画が、地域格差是正を唱えることは、 

 

①社会・共産主義政権と違い、政府や国土計画が活動を制御できる手段が限られていることに起

因する問題。 

②開発主義を体現する中央政府の本心が経済開発にあり、本来的には地域格差是正を意図しない

ことに起因する問題。 

③地域格差是正が曖昧な概念としてしか捉えられないため、具体的問題に関係ない政治的要因に

利用される問題。 

 

                                                  
37 御厨貴(1996)、p.204 
38 湯川攝子・小林一三(1999)、P.7 
39 山崎朗(1992)、p.185 
40 御厨貴(1996)、p.204 
41 小野五朗(1999)、p.54 
42 神野（神野直彦(1999)）は、所得の再分配が一般的に中央政府にしかできないことを「所得再配分は境

界を管理している中央政府にしかできない。境界を管理しない入退自由なオープンシステムの政府である

地方政府が、現金給付による所得再配分を実施しようとすれば追跡効果（流出する富者を貧者が追跡する）

が生じてしまうからである。」という形で述べている。 
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といった多くの問題を内包することにもなった。①の問題は、過大な期待が寄せられる一方、実際の国土

構造の形成は、企業の工場やオフィスの立地と個人の移動の総体としてできあがる43ため、開発主義国家

の場合、政府がそれをコントロールできる余地は非常に限られているというものである。一方、②につい

ては、もし題目通りに全ての地域が同じ様な産業発展や人口集積を達成することは、もし可能であったと

しても開発主義に基づく経済開発にマイナスになってしまう44こともあり、経済成長を至上命題とする開

発主義のもとでは格差是正・集中抑制はタテマエとなってしまい、実際は中央の側から発想し、中央が地

域をコントロールする方法の地域開発になり、結果は逆になってしまう45という指摘になる。③について

は、「地域開発の目標を伝統的に「地域間の経済格差およびそのことによってもたらされる生活水準格差

の是正」としてとらえるならばそのことは、国際的には、民族間の紛争の調整、あるいは経済紛争の調整

といったようなきわめて高度な政治的目標を内包する」46といった指摘に見られ、無駄な公共事業や環境

破壊の元凶としての全総47といった形で、日本でも多く指摘される。 

 しかし、こうした問題にも関わらず、開発主義に基づいた国家・国土計画の策定と地域格差是正政策は

長く続いた。それは開発主義に基づく経済成長の意図が、少なくとも国民総体としてのレベル向上には大

きな成功を収め、また絶対的貧困や経済の停滞といった状況の改善が、①より生ずる過疎過密問題、②に

存する計画と実際の政策の矛盾の問題、③にかかる不効率や不正の問題、それらすべてをうち消して余り

ある程のものだったためと考えられる。またグローバル化以前は、経済活動、特にその立地や場所的移動

に関係するものは国内の閉じられた空間の中で行われていたため、誘導や規制といった間接的手段が主体

の国土政策であっても経済成長に十分寄与したと考えることができる。 

 

２．３．３．アジア諸国の産業立地政策 

２．３．３．１．地域格差是正の主要手段としての産業立地政策 

 ところで、実際に各国で策定される国土政策は、矢田によれば図２－５のような４つのタイプ（成長政

策、社会政策、成長の極政策、内発的開発政策）に分類でき、実際の国土計画はこのうちのいくつかを適

当に組み合わせたものであるということができるとしている48。具体的には、中心（過密地域）をより集

中化させることによる成長政策と、対照的に地方（衰退地域）への分散を促す社会政策の２つを基本に、

中心以外のどこかに二次的な成長拠点をおいて衰退地域への分散も間接的に促す成長の極政策、特に相対

的な地域格差には触れずにそれぞれの地域の活性化を促すといった中間的、例外的な政策を含めて合わせ

て４つとしている。矢田はこのうちどれか一つを最適であると想定するのが一見歯切れがいいが、現実的

ではなく、実際はこの４つを適当に組み合わせざるを得ないとしている。 

 ここで内発的発展政策を除けば、「集中化」「分散」の対象となっているのは産業の立地、特に国・地

域の経済成長を促す基幹産業であると考えられる。本論文でも、こうした成長に寄与する産業の立地政策

が、地域格差是正の主要な手段であるという認識のもとで議論を行う。その理由は、一つには本論文でも

紹介する国土政策に関する様々な学者・専門家が、地域格差の是正に関して概ねこうした産業の立地政策

                                                  
43 矢田俊文(1996)、p.29 
44 大西隆(1998) 
45 田村明(1997) 
46 城所哲夫・大西隆(1999) 
47 公害・環境問題の背景として全総を否定的にみる見方は山村（山村恒年(1997)）などに見られる。 
48 矢田俊文(1996)、p.18 



第二章 地域格差是正政策に関する研究レビュー 

 57

による是正（の是非）を前提としているためであり、この点については本論文全体の引用文献等を参考に

して頂きたい。また他方には、内発的発展政策が、確かに個別の地域レベルでの振興には非常に大きな意

義があるものの、国や広域の地域レベルから見た相対的な格差の是正という点では未だ見るべきものがな

く、またそもそもそうした内発的発展政策を行う際、地域格差是正という意図は見受けられないという理

由がある。確かに内発的発展政策は、ナショナル・ミニマム達成という意味で絶対的格差是正に大きく貢

献してきたが、元々国内の様々な地域の均一な成長を目指したものではなく、むしろ農村の活力を活かし

て、より潜在力に富む地域が自らの手で成長を手がけるといった分権的な思想の強い政策である。その過

程において、発展がうまく進まない地域に対するフォローに関する見解は、管見の限り見あたらない。ま

た全国的なバランスからみた内発的発展政策の結果については、矢田が日本の大分の『一村一品運動』を

例に挙げて述べており49、確かにこうした運動は農村振興や農村活力の増大に貢献する有効な政策である

と考えられるが、こうした運動が自治体レベルで行われたことからもわかるように、国家レベルの地域格

差是正政策とは意図の違うものであり、結果としても是正されたことにはなっていないことが指摘できる。 

 

 
 このことは日本だけでなく、アジア諸国についてもいえると考えられる。末廣昭50はこれまでのアジア

諸国の経済開発が、開発主義に基づく国家主導の下、工業化とりわけ製造業を経済成長の主軸に据え、段

階的により高付加価値な工業・工程に移行することで成長する「キャッチアップ型工業化」と呼ばれる手

                                                  
49 「一村一品運動でがんばりましょうという話と一極集中構造是正という話の間には、相当の落差があ

るということを確認して頂かないといけない。・・・要するに、地域づくりでは本当に優れた例を沢山挙

げている大分県でさえ、人口減少率は高いということに、今の国土システムの大変大きな問題は残ってい

ると思います。」矢田俊文(1996)、p.40 より。 
50 末廣昭(2000) 

図２－５ 国土政策の類類型化と地域政策

出典：矢田俊文（1996） 
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法で行われ、また今後も「それ以外選択の道がない」51としている。そこまで断言する理由として、農業

やサービス業（先端型のものも含める）は雇用効果が小さい、環境問題の高まりの中で農業を取り巻く環

境は厳しくなり輸出拡大の主要セクターにはなりにくい、これまでの製造業を中心とした経済発展は所得

格差にも寄与してきた、「IT革命」の言葉に代表される情報化等を踏まえた技術形成はまだ不確定要素が

大きく産業の不均衡発展や都市農村および地域間格差（デジタルディバイド）を生じさせる可能性がある、

といったことを挙げている。これには当然ながら、タイ等一部のアジア諸国の経済を支えてきた農業・ア

グロインダストリーの効用を過小評価しているといった具体的な批判から、農村にとって工業化やそれに

よる所得向上が本当に豊かさや幸せをもたらすのかといったより根本的な疑問からの反論も予想される。 

 しかし本論文では末廣昭が主張するような「それ以外の選択肢がない」かどうかについての検証は行わ

ない。確かに農業・農産加工品等を念頭においている内発的発展論や、その他の理論や手法に基づいて成

長するような別のモデルの可能性も否定しない。しかし本論文では、これまでの経済成長と地域格差是正

政策が工業化を前提として行われたことを重視し、また今後も重要な選択肢の手段として用いられる可能

性が高いことは本章での文献レビューからかなりの程度いえることであると考え、それを仮定においた上

で議論を進めることにする。 

 

２．３．３．２．アジア諸国の産業立地政策 

 地域格差是正の実際の手段となりうる具体的な産業立地政策については、小野五朗52が、各国の経済政

策が、①より高い経済成長率の達成、②より公平な所得分配の促進、③雇用機会の増加、といった３つの

目標でほぼ共通したものであるのに対し、産業政策は、国により時代により、さらには、対象とする産業、

あるいは、それが主導的な役割を果たす経済社会の発展段階によって大きく異なる53とし、「産業政策の

一般理論化」など到底不可能である54と述べている。本論文では各国の各時期の地域格差是正政策、その

手段としての産業立地政策について、後に詳細に検討するが、前述のようにアジア諸国では開発主義の名

のもので国土政策がつくられ、それが産業政策に反映するということから、産業政策にもFTZのようにあ

る程度の共通点は見いだせるので、その点についてここで触れておきたい。 

 末廣昭55はアジア諸国の産業政策を、その目的と手段から 

 

①産業を特定しないで、税制上の恩典や輸入税払い戻し制度、融資優遇措置を通じて輸出振興を

図る制度 

②重化学工業化や産業構造の高度化のために、産業を特定して保護・育成する政策 

③輸出競争力強化のためにサポーティング産業（金型や機械産業）の育成を図る政策 

④技術開発や生産性向上を支援する政策や機構の整備 

⑤中小企業や地場企業の保護・育成を図る政策 

 

に分類して示している。こうした優遇・育成制度の組み合わせによる市場メカニズムを活かした産業政策

                                                  
51 末廣昭(2000)、p.306- 
52 小野五朗(1999)、p.7 
53 小野五朗(1999)、p.7 
54 小野五朗(1999)、p.11 
55 末廣昭(2000)、p.146- 
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は、前述のような開発主義に基づいて政策を運用したアジア諸国だけでなく、日本でも通商産業政策を中

心として産業・企業の「自助努力」に重点が置かれて進められてきた56。 

 ただし産業立地政策については、日本において通産省が産業立地政策という政策項目のもとで地域にお

ける産業活動問題を扱い、その立地地点を過密になった大都市部から地方部へ移動させる目的としていた

と考えられるのに対して、今日のアジア諸国の産業政策の目標は、それぞれの国の経済発展段階や経済社

会状況により多少異なるものの、基本的には開発主義に基づいて高度経済成長を維持することにある57と

考えられる。実際にアジア各国の産業立地政策を見ると、1960年代から自由貿易区、加工貿易区等の設定

の試みは各国で見られるが、それらは保護主義・輸入代替政策から、競争導入・輸出志向政策への導入路

となるものであり、本来は地域格差是正の手段として用いられたわけではなく、結果として多くの国でこ

うした自由貿易区、加工貿易区等、特にそのうち成功したものの大部分は大都市圏の近傍に位置すること

になった。結果としてアジア諸国の中で地域格差是正に直接的、包括的な影響を及ぼす政策を採っている

のは、主だったものでは後述するタイの投資インセンティブ58などに限られている。また日本の高度成長

期においては少なくとも既存工業集積地域に対して抑制的な政策が行われたのに対し、現在のアジア諸国

では、保護主義時代の規制を段階的に解除すると同時に税制を中心とした投資優遇措置を行うという形で

の政策誘導の流れに沿っており、地域格差是正目的での（中心部における）規制的な政策は見られない。 

 アジア諸国、特に東南アジア地域に共通して特徴的な産業立地政策として挙げられるのは、特定の工業

団地（の一部）などで指定される自由貿易区・加工貿易区などの、いわゆる「特区」の一種である。これ

らは一般にFTZ(Free Trade Zone)と言われ、「通関当局の監督の下にあるが、通関領域外にあると見なされ

る、関税法上の特別地域の総称」であるとされている59。日本と東南アジア諸国の産業立地政策の大きな

違いの一つは、産業立地を促す手段として、こうした特定の地域のみに貿易上の優遇を与えることで、海

外からの産業立地を促進し、かつ立地を誘導することにある。このことは、グローバル化が進んだ時期に

経済成長を志向した政策として特徴的なものとなっている。 

 ただしFTZ自体の歴史は古く、15世紀ヨーロッパですでに、中東を主要な貿易相手地域としレバント(東

邦諸国)と西欧の中継貿易とし十字軍以来急激に発達したベニス、ピザ、ジェノア、フローレンスといっ

た都市が栄えていた60。現在でもFTZはアジア諸国や開発途上国のみの政策概念ではなく、様々な地域で

見られるものであるが、平光正はこれらを３つに分類して、アジア諸国のFTZの「輸出加工区」としての

特徴を指摘している。具体的には、 

 

①自由港（欧州・香港など）：FTZの原型であり、関税のみならず企業会計や商法上の制約から

も自由な、貿易港としての区域。 

②自由貿易地域（米国など）：当初の目的は貿易の拡大による雇用創出であったが、後から輸入

加工型工場の立地による地域振興という目的が付け加わった。我が国のFAZもこれに近いが、

                                                  
56 小野五朗(1999)、p.28 
57 和田正武(1996) 
58 和田正武（和田正武(1996)）はタイの特殊性を「タイの場合の投資インセンティブとしては、輸出振興、

重要産業振興のほか、地域開発が大きな政策課題として取り上げられている。そして、これら政策目標に

沿って法人所得税の３～８年の範囲での免除、輸入税の免除、外国の労働許可などが与えられる。」と指

摘している。 
59 平光正(1995) 
60 宮川泰夫(1989)、p.139 
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目的はあくまで輸入の促進にある点が異なっている。 

③輸出加工区（アジアなど）：域内の生産加工機能に重点があり、原則として製品の輸出が義務

づけられる。関税対象外であることのほか、立地する外資企業、輸出企業に対し税の減免、国

内規制不適用等のインセンティブがある。国内の産業や市場を保護しながら輸出振興による経

済発展を目指す開発途上国に多く見られる。 

 

の３つに分けることができるが、さらに中国の経済特区のように貿易を中心としながら複合開発化させる

タイプ61や、保税工場62のように一定条件を満たした工場を指定するタイプもある。 

 清成忠男63は、先進国型のFTZを大きな開発の一部として関税を免除する地域を考えるものとして、開

発途上国型と区別しているが、その点でみると、開発途上国型のFTZは産業立地誘導がまず第一義的な目

的としてあり、そのために必要な生産インフラを中心とする社会資本を限られた財源の中から集中的に整

備するという意図が主体となっていると考えられる。実際にアジア各国のFTZは、単独の政策として指定

されることは稀で、必ずといっていいほど工業団地の整備と併行して指定が行われた。 

 一方、生田真人64は、こうした開発途上国型のFTZを立地の対象とする外資系・輸出志向の進出企業に

ついて立地自由度が比較的高いとし、原材料や中間財・部品などを輸入し、完成品を輸出するための港湾

施設もしくは空港という運輸基盤、工業団地・通信設備などの産業基盤、安価な労働力、の３つが確保で

きれば基本的にはどこでも立地可能であるとし、その建設場所は基盤施設が完備し優秀な労働力も得やす

い首都圏が有利ではあるが、地価と賃金がより安価な地方都市でも輸出加工区の建設は可能であったとし

ている。このことから、工業団地の整備とならんでFTZの指定は、地域格差是正政策の一手段として用い

られることになった。工業団地や他のインフラ整備と違い、こうした地域選別的な優遇制度は、財源のい

らない産業立地の誘導手段として、アジア諸国で頻繁に用いられた。 

                                                  
61 中国の経済特区では、前述した FTZ のメニューを複合し、さらに拡張化したものとなっている。すな

わち、特区内にはサブゾーンとして輸出加工区、工業区、高新技術区、商業金融区、観光区などが含まれ、

総合的産業都市の体を為している。ここを海外資本受入の窓口とし、必要な社会資本も集中投資すること

で、経済的利益が倍加される。平光正(1995)より。 
62 加工して国外に出すことを条件に、部品材料を無税で持ち込める工場を保税工場という。福田拓生・

高見幸次(1996)、p.27-31 より。 
63 清成忠男(1992) 
64 生田真人(2000-c)、p.237 
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２．４．グローバル化・情報化と地域格差 
 

 前節までは、アジアの経済成長を担った国家主導の工業化を前提とした地域格差是正に関係する代表的

理論や、政治・行政の状況について論じてきた。本節では、前節までの国家主導・工業化といった前提を

半ば覆すような形で出てきたグローバル化と情報化のそれぞれについて、地域格差及びその是正政策との

関連から論じる。双方とも現代的な話題で共に状況は進行中であることから様々な議論が行われているが、

ここではそうしたもののうち本論に関係すると考えられるものを抽出し、アジアの国土政策にどのような

影響を与えている、あるいは与えつつあるのかについて論じることにする。 

 

２．４．１．グローバル化と地域格差 

２．４．１．１．グローバル化とは 

 グローバル化という言葉は一般に、貿易・投資の拡大、交通・通信技術の発達といった経済社会的要因

に加え、冷戦の終結といった政治的な要因も重なって、これまで政治・経済・社会において最も強固な単

位となってきた国家という単位の重要性が低下し、国境を越えた地域同士の与える影響力が大きくなるこ

とをいう。国際的な貿易・投資や移動・輸送といった意味では、歴史を遡れば有史以来行われてきており、

程度の違いという考え方もできるが、この点についてノックス1が、「国際経済段階では、財やサービス

は諸々の国の個人や企業により国境を越えて取り引きされるが、その取引は主権を持つ国民国家により厳

密に規定される。グローバル経済段階になると、財とサービスは国境を越えて事業を展開するが、国の規

制を緩くしか受けないような寡占的グローバル企業のネットワークにより生産され、取引される。」と規

定するように、グローバル化の影響は、単なる国際的な資源移動や活動の増大ではなく、むしろそうした

影響によって国家による国民経済の統制力が弱まることを意味していると考えられる。経済のグローバル

化が国家に与えた影響を最も包括的に捉えたサスキア・サッセンは、「概念としてのグローバル化は、国

際投資や国際貿易の基準で把握されるような国境をまたぐ地理的国境と関係があるだけではなく、国家の

公的統治機能の越境的民間領域への再配置と、国民国家内部から立法行為、裁判所の決定、行政命令を通

じて依然として国家領土にあるグローバル資本に権利を与えるのに必要な機構の発展とに関係する」と指

摘する。 

 また、ライアンズとサーモン2は、「経済のグローバル化は、近年の合衆国の階層構造内部で経済力を

再結集するものというより、その過程でその都市階層を再構築するものであるといえよう」として、特に

経済のグローバル化が国土・都市構造に与える影響を指摘し、「経済がグローバル化すればするほど、中

枢機能はますます相対的に少数の場所、すなわち世界都市に高度に集積するようになる」というサッセン

の分析を紹介している。 

 こうした主張に沿って、またインターネット等によって国境を越えて激しく情報が行き来する現実社会

を反映して、グローバル化に伴う国家の弱体化、無力化が指摘される一方、これに対する反論も多く見ら

れる。サッセン3も、「むしろ、金融と企業サービスのグローバリゼーションは、部分的に国家領土の中

に埋め込まれた戦略的な網の目上の場の中に埋め込まれている。さらに、グローバルに活動する企業は、

                                                  
1 ポール・ノックス(1995) 
2 ドナルド・ライアンズ、スコット・サーモン(1995) 
3 サスキア・サッセン(1999) 
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いまなお、国家領土の中において、これら企業が期待する所有権と契約の諸権利の保証を必要とする」と

して、グローバル化による国家の影響はとりあえず現在のところ、まだ限定的であるという見方を示して

いる。 

 地域格差との関連においては、辻悟一4が、「多くの経済主体は（企業も人も）今日でもなおそれほど

大きな地理的移動性を持ち合わせておらず、所在する地域の経済状況との関係がまだ相当に緊密なのであ

るから、そのレベルの空間経済といえども問題の外に追いやることはできない。国境の意味が一部ではや

し立てられるほどに急速に減退はしない」としており、「だが、場所の繁栄か、人の繁栄かといった問題

提起が絶えることがない事実に見られるように、空間レベルの格差を取り上げ、それ故空間格差是正策を

採ることへの疑問はこれまでにも強く存在してきたし、今後も存在するだろう。そしてこの疑問はとりも

なおさず効率を重視する立場のものである」5と指摘している。また特に人流については、桑原靖夫6が「1992

年に向けてEC域内の労働力移動の自由が保障されても、現実には低所得の国から高所得の国へ向けて顕

著な労働力移動は展開しなかった。これには言語、地域、社会、文化などの障壁が存在することが一つの

原因と考えられる。」といった例を挙げて、より国境の壁を越えやすい財の貿易が人の貿易を代替して地

域格差是正（賃金率の均等化）に貢献するという見方を示している。 

 

２．４．１．２．グローバル化の理論体系 

 こうしたグローバル化に関する一般的、具体的な見方に対して、より体系だった理論としては、現在進

行形の現象に対するものとしてまだ個々の現象から機能的に導かれた一時的な結論としての理論が多く

登場する状態である。ヨハネス・シュミット7によれば、グローバル化に関連する理論は、①ネオ・リベ

ラリズム(Neo-libelism: Primacy of Free Enterprise Argument)（自由な企業活動の結果に関する議論8）、②ネ

オ・ケインジアン(Neo-Keynesianism: Statist Argument)（国家と違う都市での政策についての議論）、③社

会学的理解(Critical-third Way: Sociological Understanding)（政府のグローバル化対応についての社会学的な

個別理論）といった３点に分類できるとしている。 

 経済や産業立地のグローバル化に関する理論は、やや古典的なものとしてバラッサ(Balassa, B.)の経済統

合の理論や、フーヴァーの交易障壁の理論などが挙げられる9。バラッサによれば、経済統合は国を越え

た経済循環の増大を通じた、統合地域（及び各個別地域）の経済成長を目的にしたものであり、統合の結

果、既存の国際関係が地域間関係へと大きく変化することが注目されるとしている。またフーヴァーは、

各国間における交易障壁の存在が、生産中心地を分散させる効果を持っていることをモデルで説明し、グ

ローバル化による交易障壁の撤廃が特定の生産中心地の集中的発展と販売領域の拡大を意味することを

端的に示した点で非常に興味深い。 

 

                                                  
4 辻悟一(2000-a)、p.96 
5 辻悟一(2000-a)「経済的地域格差」、p.96 
6 桑原靖夫(1991) 
7 Johannes Dragbaek Schmidt(1998) 
8 具体的には、①自由な国際金融が、経済学者や政府（官僚）の（対応）能力を超える、②無国籍企業(Stateless 
Corporation)の移動(Hyper-Mobility)が政府の規制、課税などに対抗する、③新市場や、政府以外のアクター

が、政府を無力化する、④グローバル社会創造の中で、グローバリゼーションは中央集権を解体する、と

いった現象の原因としての議論、の４つ。 
9 鈴木洋太郎(1994) 
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図２－６ フーヴァーの生産地と交易障壁のモデル 

出典：鈴木洋太郎（1994） 

図２－７：フーヴァーモデルと経済統合の効果 

出典：鈴木洋太郎（1994） 
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 また経済のグローバル化は、多くの経済学者に地理的な観点に目を向けさせることになった。その代表

格がポール・クルーグマンである。クルーグマンは、従来の国際貿易論の特徴的仮定を、①比較優位によ

る貿易を可能にする一般均衡理論、②完全競争市場、③規模の経済性の不在、④生産要素は国内では移動

可能だが国家間では移動できない、⑤輸送費はかからない、といった５点とし10、グローバル化による現

実の変化にこうした仮定についていけない状況になっていることを痛感して、より経済地理学に近いアプ

ローチになったことを、鈴木洋太郎11は指摘している。鈴木によれば、1990年代に提示されたクルーグマ

ンの産業立地モデルは、生産要素が移動せず、財はコストなしで貿易できるという国際貿易論的なアプロ

ーチよりも、むしろ生産要素は自由に移動できるが、財の輸送にはコストがかかるといった古典的な立地

論に近いアプローチをとって、国際貿易の新モデルを模索する中で産業立地のモデル化の素地が生まれて

きたとしている。 

 一方、グローバル化による都市構造の変革については、その急激な変化についての実証研究を帰納的に

理論としてまとめることによる世界都市論（仮説）が、一般にも非常に有名なものになり、実際の国土政

策にも影響を及ぼすことになる。経済学的発想とは別の、地理学的な観点から出てきたこの理論について

は、次にまとめて論ずることにする。 

 

２．４．１．３．世界都市仮説 

 都市システムの観点からグローバル化について論じたハイマーは、グローバル化が本格化する前の1970

年代から多国籍企業の立地に注目し「多国籍企業にとって国境線というのは自動的に消滅してしまうイン

クで書かれた区画に過ぎない。少なくともまず第一に、多国籍企業を分析する単位としては、国家よりも

都市の方に意味がある」「国際レベルからみると、多国籍資本の集中化傾向は都市の世界的ヒエラルキー

化を意味している。高度の意志決定は、いくつかの主要大都市～例えば、ほぼ北緯40度から50度の範囲で

環を形成しているニューヨーク、東京、ロンドン、フランクフルト、パリなど～に集中されるであろう」

「世界的に散財するより小さな都市は、特定の地域的問題に関する日常的な事業活動を担当するであろう。

これらの都市もまた、ヒエラルキー的形態で配置されるであろう。より大きくより重要な都市ほどその中

に企業の地域司令部が置かれ、より小さな都市には低次の事業活動しか割り当てられないであろう」12と

して、都市システムの問題に注目し、さらに世界的に大都市優位のヒエラルキー構造を予言するような指

摘となっている。 

 こうした理論は、現実社会のグローバル化の進行に並行して研究が重ねられ、ジョン・フリードマンに

よって『世界都市仮説』としてまとめら、それが多くの論者によってさらにまとめられ、応用されるに至

る。 

 世界都市仮説13は基本的には、 

 

１．一都市の世界経済における統合の様態とその程度、及び新空間分業形態においてその都市に

付与された機能の実態は、当該都市内部で生起する様々な構造的変化に対し決定的な影響を与

える。 

                                                  
10 クルーグマン・Ｐ(1994)、p.160（訳者あとがき（北村）） 
11 鈴木洋太郎(1999)、p.117 
12 鈴木洋太郎(1994)、p.153- 
13 ジョン・フリードマン(1995-a) 
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２．世界における各都市核群は、世界資本によってその空間組織や生産と市場の分節の上での「拠

点」として使用される。その結果生じた結合関係を通じて、世界都市は一つの複雑な空間上の

階層構造として編成される。 

３．個々の世界都市が備える世界的中枢管理機能は、それぞれが抱える生産および雇用部門の構

造とその動態に直接的な影響を与える。 

４．世界都市とは、国際的な資本の空間的な集中とその蓄積が実現される中心的舞台である。 

５．世界都市は、大多数の国内及び国際的移民にとって到達すべき目的地である。 

６．世界都市形成を通じて、産業資本主義の主要な矛盾点、なかでもとりわけ空間及び階級上の

分極化に焦点が当てられることになる。 

７．世界都市の成長には国家の財政能力を凌駕しがちな額の社会的費用が必要になることが少な

くない。 

 

といった７つの仮説からまとめられるが、最も重要なのは、多国籍企業の活動の拡大化やサービス業の多

様化等を反映して、「単純に企業本社の集中によるというより、高次のプロデューササービスと金融サー

ビスの集積を経由してグローバルな支配機能を行使することが可能となる」14ような世界都市の存在が確

認されることである。 

 具体的に世界都市とは、 

 

①国際機関や多国籍企業、政府及び国営企業や非政府組織といったグローバルな性格を持つ顧客

に対応した高度の金融及び対法人サービス複合体の存在。 

②多国籍企業や国際機関及び非政府組織等を通底する国際的な資本や情報、コミュニケーショ

ン・ネットワーク上の中枢機能の発達。 

③専門職や管理者層、官僚や外交官といった能力のある国際的労働者を引きつけ、保持するに足

る生活の質の存在。（これには、生活環境としての物的及び美的側面ばかりでなく、広く政治

経済上の安定性の認知や世界市民性、さらには文化的生活といった要素も含まれる。） 

 

といった基準から定義され15、こうした性質を持つ世界的にもごく少数の都市が、他の中小都市や後背地

とのネットワークを介して諸活動を「支配」し、高度な知識集約を必要としない加工、組立、資源採掘と

いった依存的な諸活動の場として機能しているこれらの地域を、中央でまとめあげている装置を形成する

16。 

 但し、必ずしも国家の影響がなくなるという論調ではなく、フリードマン自身「一国の首都（パリ・マ

ドリッド・ロンドン・それにとりわけ東京）とそれ以外（フランクフルトやニューヨーク、トロントやロ

サンゼルス、サンパウロや大阪など）とは、区別して考えた方が望ましいだろう。必然的に一国の首府は

「ヤヌス的」風貌を持っており、その他の都市に比べて、国家／地方的条件の考察を欠如したままでその

「巨大な成長マシーン」への発展だけを論じることは妥当とは言えない。首府としての都市に関する限り、

                                                  
14 ドナルド・ライアンズ、スコット・サーモン(1995) 
15 デビッド・サイモン(1995) 
16 スコット(1996) 
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図２－８ 世界都市の階層性 

出典：ポール・L.ノックス,ピーター・J.テイラー（1997） 

その成長に対する中央政府の意志の反映は無視することの出来ない要素なのである。」17と断った上で、

グローバル化が国境を越えた世界都市を中心としたシステムの形成を促す様子を示しているのである。 

 

 こうした世界のヒエラルキー的な相互依存関係を前提にした地域格差への考察としては、まずフリード

マンが「経済の世界的な相互依存性が高まれば高まる程、地域及び地方の行政府は、現状としてその構成

員たる市民の日々の基本的な生活状況に即応した行動をとることが困難になってきた。経済発展や雇用及

び所得の分配に関する政治社会上の管理を旨とした伝統的な統治の構造は、国家が管理する領域を超越し

た、いわゆる経済的「巨人」間相互の情報流を媒介として作動する場所を超越した国際経済の論理に一方

的に覆されてしまってきたのだ」18と指摘している。ヒエラルキーの下部に位置する多くの中小都市・後

背地域の能力はグローバル化の中で決定的に削がれる。この場合の「地方」は中央政府に対するローカル

ガバメントを指していると思われるが、世界都市を持たない多くの中央政府（その多くは開発途上国）に

も当てはまると推測できる。 

 フリードマンや他の世界都市論者はさらに、こうした世界都市システムの中にあって（世界都市を含め

た）都市の内部で生じる社会現象、特に貧困層への影響についても多く論じ、「世界都市化への貧しい労

働者の急速な流入は、国外・国内移民の区別なく、住宅や教育・保険、交通及び福祉といった様々な社会

的再生産に関する大規模な需要を生み出す。こうした需要は、超国家的資本の経済基盤の拡充を求める動

                                                  
17 ジョン・フリードマン(1995-b) 
18 ジョン・フリードマン(1995-b) 
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きや、社会の支配層が自らの再生産に関わる欲求から生じる別の需要とますます厳しく対立するようにな

る。この競合的闘争では貧困層、とりわけ新移民のそれが一敗地にまみれる傾向にある。」19、「それら

は豪華で華麗な都市なのであるが、さらにはその華麗さ自体によって、自らの富の根元である絶対的な貧

困が覆い隠されてしまっている。そうした富と貧困の併置は単に空間上のことにとどまらず、機能的関係

としても成立する。つまり、豊かさと貧しさは定義の上からも相補的な機能ももつのである」20、「（世

界都市）システムは、強大な力と極度に脆弱な部門との間に横たわる不均衡によって構造化されており、

そこでは莫大な富が、同一の都市内部もしくはそれ以外の都市ないし領域単位において深化する悲惨さや

社会上の周辺現象と共存もしくは依存する関係にあった。」21といった形で悲観的な見方を示している。 

 さて、グローバル化の下でのこうした都市システム形成の理論仮説は、鈴木洋太郎の「国際的中枢管理

機能」によるモノ・情報・ヒト・カネの高次のコントロール機能に関する研究22に見られるような都市機

能の概念や、マーコトゥリオの「環太平洋地域の機能的都市システムによる都市分類」23に見られるよう

な、様々な切り口からの現実の都市システムに関する概念の提示を多く生むことになった。 

 他方、こうした世界的な都市システムを前提としたグローバル化の見方に対して批判的な立場を示す意

見も少なくない。自ら世界都市論者であるデビッド・サイモンは、こうした都市システムの提案が多様な

論者によってバラバラに生み出されるといった問題、またそれぞれの固有の用語毎の精緻化に手間取り世

界都市仮説自体がなかなか精緻化されないといった問題、さらに冷戦終結やアジア諸国の発展といった新

しい現実的状況に対応する必要があるといった課題を挙げている24。また田坂敏雄25は、国際資本移動、

サービス化・情報化などといったグローバル化特有の現象を統合した世界都市仮説の成果を評価しながら

も、「都市機能の内容だけでは個別都市の具体的な都市形態や構造的変化を説明することはできない。な

ぜならグローバルな要因は都市成長の規定的要因として立ち現れたとしても、ナショナルな、またはロー

カルな歴史的・民族的（人種的）条件や政治経済的な条件のなかで初めて具体化されるもの」であるのに

「（世界都市仮説には）都市が持つ固有の歴史的･文化的・政治的伝統や都市コミュニティーへの関心が

欠落している」26として、特に都市内部での具体的な形態や変化についての表現には限界があるとしてい

る。地域格差、この場合は世界都市とそれに従属的な中小都市・後背地の関係については、経済地理学者

のスコットが「中枢にある資本主義国の大都市だけが唯一ホワイトカラーによるサービスの生産の特化し

つつある、と考えるのは大きな誤り」とした上で、「実際のところこれは、それぞれの地域が立地で比較

優位にあるものに特化し、企業間の関係（企業内の関係とは対照的な）を基礎に相互に市場を通じて取引

するような、古い空間的分業と併存している。新しい空間的分業・新国際分業の元でのメトロポリスと後

背地の関係に関しては、多くの修正が求められる」27としている。特に地域格差では地方圏や農村部に当

たる後背地、あるいは周縁については、世界都市仮説よりも楽観的な見方で「いわゆる周縁はもはや、未

分化の非熟練労働者の大群を利用しようと工業化がまだ進んでいないところへ出てゆく単純定型化され

                                                  
19 ジョン・フリードマン(1995-a) 
20 Friedmann, J. and G. Wolff(1982) 
21 デビッド・サイモン(1995) 
22 鈴木洋太郎(1994) 
23 ピーター・Ｊ・マーコトゥリオ(1999) 
24 デビッド・サイモン(1995) 
25 田坂敏雄(1998) 
26 田坂敏雄(1998) 
27 スコット(1996) 
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た自給自足的な分工場の、単なる受け皿ではない。新興工業国のおびただしい数にのぼる大都市が、重要

な産業拡大を現在一通り経験している最中である」28と指摘している。 

 また世界都市仮説は、現実の国土政策においてもその高次機能集積の内容を部分的に抽出した世界都市

論の形で、日本の四全総などで用いられ、「世界都市」東京のさらなる機能強化という発想と「後背地」

に当たる地方圏の反発で大きく揺れ動くことになる。一方、世界都市論におけるヒエラルキーの位置づけ

が必ずしも高くなかった多くのアジア諸国においても、政府が外資導入に関わる規制をゆるめて投資奨励

地域の設置などの投資優遇措置を行うことで多国籍企業の進出を促進し、周辺諸国との競争を背景により

高付加価値な工程の立地を奨励し、あるいは地域統括拠点(RHQ:Regional Head Quarter)の立地を特に優遇

する29様子は、明らかに高次機能の集積を目指して、自らの国が持つ最大の集積である大都市の位置づけ

を上昇させようという意図が見て取れる。 

 

２．４．１．４．ポーターのクラスター論 

 一方、グローバル化の時代の産業立地戦略として非常に有名な、マイケル・ポーターのクラスター論は、

地域格差是正政策ではなく「新しいタイプ」30の地域振興政策の理論であるとされている。しかしグロー

バル化や情報化の進展といった流れの中で、産業の新しい性質を踏まえながら国家政策との関係や企業立

地についても詳しく述べていることや、実際に多くの地域振興政策でその概念が用いられてきたことから、

ここでポーターのクラスター論を検討し、地域格差やその是正との関連性について言及する。 

 

○立地論的な意義 

 ポーターは、「相互に関連した特定の産業活動が地理的に集積する状況」をクラスターと呼んでいる31。

当初はその著書『国の競争優位』32において、すでにクラスターの概念を提示していたが、その当時は個

別地域ではなく国を基本的な分析単位にしていた。ポーターのいう「国の競争優位」を支える基本条件は、

単なる生産コストの差ではなく、①天然資源、資本、労働力などの要素条件、②洗練された消費者の製品

の品質や価格に対する「厳しい目」を含む需要条件、③企業の経営組織とライバル企業間の激しい競争関

係の存続、④輸出産業を支えるサポーティング産業（素材産業や金型、鋳物、デザイン技術等）の集積と

地理的集中、の４つにあると主張した33。 

 このクラスターをベースとした経済開発アプローチは、（特定業種の）産業政策と混同されることがあ

るが、実際には、クラスター理論と産業政策は、その理論的な基盤という意味でも政府の政策に対する意

味でも根本的に異なっていると、ポーター自身が指摘している。「産業政策は、国際競争（というより、

もっと一般的に立地間の競争）においては、ある産業が他の産業よりも富を形成する見込みが高いという

                                                  
28 スコット(1996) 
29 例えば、シンガポールはアジア拠点誘致政策として、1986 年に地域統括本部(OHQ)に対する、1994 年

には事業統括本部(BHQ)に対する税制優遇措置を設け、1996 年末でこれらの資格を取得した企業は 100 社

を突破している（鈴木洋太郎(1994)）。香港やマレーシア、タイ等、他のアジア諸国もこうした政策を取

っている。 
30 一方で、加藤和暢（加藤和暢(2000)、p.255）は、ポーターのような考え方はすでに元々経済地理学に存

在しており、「一種の「既視感（デジャブ）」を禁じ得ない」と指摘している。 
31 鈴木洋太郎(1999)、p.119- 
32 マイケル・ポーター(1992) 
33 末廣昭(2000)、p.57 
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図２－９ 立地の競争優位の源泉 

出典：マイケル・E・ポーター（1999） 

考え方に立脚している。望ましい産業、つまり成長産業やハイテクを用いる産業を、支援の「ターゲット」

にすべきであり、競争優位は主として規模に対する利益を増大することで決定すると考える」としている

のに対し、ポーターが唱えるクラスター理論はこうした発想とは全く違い、「生産性の成長に影響を与え

るのは、個々の企業の規模よりもむしろクラスター内部の相互関係やスピルオーバーである場合が多

い。・・・したがって、特定のクラスターに限らず、既存の、あるいは新興の全てのクラスターが注目に

値する」34として、特定産業ではない様々な産業・または産業活動の組み合わせから生産性の向上が実現

されるという見方を示している。そして、それを達成するために、クラスターには「４つのダイヤモンド」

35すなわち 

 

①要素条件：熟練労働者やインフラストラクチャーなど、任意の産業で競争するのに必要な生産

要素に関するポジション。 

②需要条件：その産業の製品やサービスに対する国内市場の需要の性質を示す。 

③関連産業・支援産業：国際的な競争力を持つ供給産業とその他の関連産業が国内に存在するか

否かを示す。 

④企業戦略・構造・競合関係：企業の設立・組織・経営や、国内での競合関係の性質を左右する

国内の条件を示す。 

 

が必要であると言及した。 

 

                                                  
34 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.173- 
35 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.12 
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 ポーターのこうした考え方は、当初、著書の題名が示すように「国の」競争優位についての興味であっ

たが、次第に国よりも地域に焦点を合わせてきている36。このことはグローバル化のもとで、産業集積地・

経済中心地としての地域の重要性や地域の競争優位、転じて「国」という単位の重要性の低下といったこ

とが指摘できるだろう。クラスターに関する具体的な議論も、その単位を地域に落とすことでより鮮明に

なってきたと同時に、実際の地理的集中についての議論もより具体的になってきた。このことについて鈴

木洋太郎37は「グローバル化が進む現代においても、シリコンバレーに代表されるように特定の地域に競

争力のある特定の産業が集積している。輸送・通信手段の発達で、世界のどの場所からでも経営資源の調

達が可能になってきているが、競争力における地理的条件の重要性は今なお大きい。こうしたグローバル

化の中での地理的条件のパラドックスを考えると、クラスターの役割がわかってくる。グローバル化の中

での競争優位は、遠隔地でのライバルには真似のできないようなローカルな要因に関わっており、シリコ

ンバレー等のクラスターが持続的な競争優位を生み出すような地理的な基盤になっている」と指摘し、ポ

ーターの議論がグローバル化での産業立地の性質をよく説明していることを述べている。 

 具体的には、「『ダイヤモンド』内の個々の決定要因の影響やその相互強化が、国内での地理的近接性

によって高められる」「ライバル、顧客、供給企業が集中していると、効率化と専門化が促進される」「関

連のある企業が地理的に集中するときに、クラスター化の過程及びクラスター内の産業の相互交流が最も

うまく進行する」「場所の近さによって、「ダイヤモンド」内の別々の影響力が真のシステムに高められ

る」といったことである38。「クラスターは、直接にはダイヤモンドの一角を占めるに過ぎない（関連・

支援産業）」のであるが、そこに立地をともにすることから生み出される「人間同士のつきあい、直接に

顔を合わせたコミュニケーション、個人や団体のネットワークを通じた相互作用」が働くことによって、

ダイヤモンドは相互強化システムとなるのであった。加藤和暢は、図２－９でポーターが関連・支援産業

をまさに野球の本塁（ホームベース）に当たる部分に位置づけたのは、その点を象徴するものといえると

指摘している。 

 さらにポーターは『競争戦略論』の中で、地域が「ダイヤモンド」を形成するために必要な国（中央政

府）の役割についても言及している。まず前述の産業政策との違いに関連して「クラスターへの取り組み

を成功させるには、農業や観光などの伝統的クラスターや、衰退しつつあるクラスターまで視野に入れな

ければならない。新興のクラスターにも既存のクラスターにも同じ様に取り込む」39として、様々なクラ

スターの可能性を視野にいれ、限定をしてはならないことを挙げる。さらに「クラスター間に優先順位の

差を付けることは、経済学的に間違っているのみならず、民間部門の大部分から、その正当な権利を奪う」

40とし、「国内での競争が激しいと最終的には国内企業もグローバル市場に目を向けるようになり、そこ

で成功するために体力も強化される」41という視点から、競争促進を唱えている。その中で政府の役割は

「直接的というよりも間接的なもの」「本質的に脇役」42であり、「企業が大きな野望を抱き、より高い

レベルの競争力を目指すのを奨励し推進するのが政府の役割」であるとして、（特定の）企業や地域の競

                                                  
36 鈴木洋太郎(1999)、p.119- 
37 鈴木洋太郎(1999)、p.119- 
38 加藤和暢(2000)、p.248 
39 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.159- 
40 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.159- 
41 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.27- 
42 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.32- 
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争優位の形成プロセスへの直接介入はうまくいかないとしている。このことに関連して、「全国レベルで

の政策では最低限の水準の設定にとどめ、公共投資の判断はより小さな地理的レベルに任せるべきである。

また、州・地方レベルでの実施に即した政策調整のさまたげとなる中央集権化や硬直化を避けるべきであ

る。経済開発プログラムは、多数の地理的レベルにおける並行した取り組みを織り込むようにしていくべ

きである。」43と、地方分散までも視野に入れて述べているのである。 

 こうした指摘は、これまでアジア諸国が経験してきた開発主義に基づく産業政策や、地理的な産業立地

政策・地域格差是正政策と全く相反するものとなっている。アジア諸国は、程度の違いはあるがこれまで

特定産業の保護や育成によって成長を遂げてきた。特にマレーシアが顕著な例であり、経済成長戦略にあ

たり、国内での競争をなるべく避けるべく様々な政府関連企業を設立し、産業活動を調整しながら成長を

促してきた。産業立地政策においても、アジア地域では概ね、国内の競争を促すのではなく逆に国内の特

定の地域（例えばFTZ）を優遇して公共投資を集中してインフラを整備し、国内の調整を図りながら他の

周辺諸国に負けない立地環境を整備し誘致を促進してきた。なにより『競争戦略論』の重要な視点である

「国内の競争」を避ける形で中央政府が調整してきたのである。こうした見方は、ポーターの「国内の競

合関係によってしか得られないダイナミックな改善」44といった見方とは全く反対のものとなっている。 

 

○途上国のクラスター 

 ポーターは、途上国や新興工業国のクラスターにも言及している。集積による経済効果を「企業やクラ

スターのタイプに関係せず、開発途上国において最も大きな意味を持っている」としながら、「都市にお

ける一般的な集積による経済効果は、全体としてはその意義を弱めつつあるように見える。というのも、

市場の開放と通信・輸送コストの低下により投入資源や市場へのアクセスが容易になり、また似たような

インフラストラクチャーを整備する立地や国も増えているからである。・・・開発途上国でも先進国でも

クラスターは生まれるが、開発途上国のクラスターは深みという点で見劣りし、これが成長の大きな妨げ

になっている。」「発展途上国におけるクラスターは、参加者の数が少ないだけでなく、その社会関係と

いう点でも異なっている。多くは、少数の大企業や政府機関、流通業者を中心とした階層構造やハブ・ア

ンド・スポーク型のネットワークとなっている。」45として、途上国の大都市に集中する企業による集積

は、自らが唱えるクラスターという意味での集積効果をあまり生んでいないことを指摘している。その理

由としては「国内の教育水準やスキル水準の低さ、弱体な技術、資本へのアクセスの弱さ、各種機関の発

達不足といった理由でクラスターの形成が妨げられてしまう」こと、また「政府の政策がクラスター形成

にマイナスになる場合もある」46こと等を挙げている。 

 また現在多くのアジア諸国で見られる国土構造、すなわち大都市への集中状況については、「開発途上

国では、経済活動の大部分がバンコクやボゴタといった大規模な首都近郊に集中しがちである。こうした

集中が起きるのは、中央から離れた地域にインフラストラクチャーや各種機関が整備されておらず、利用

できる供給業者などが存在しないと言う状況を反映している。また、中央政府が競争管理に介入しすぎる

という事情もある。そのせいで企業は、権力機構や、事業を行うために必要な許認可を行う当局の近くに

集まってしまうのである。多くの開発途上国では、産業は集中しており、農業や資源生産を除けば、中央

                                                  
43 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.146- 
44 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.27- 
45 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.169- 
46 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.115- 
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から離れた地域では何の活動も行われていない。」47と指摘した上で、「こうした経済地理パターンは、

地理的な拡散と専門化（クラスターの形成）というパターンに比べると、生産性の点では費用が高くつい

てしまう」「多くの都市圏がそれぞれにクラスターとして特化しているという特徴を持つ経済地理の方が、

一つないし二つの多角化した巨大都市に基づく経済よりも、はるかに生産性が高いようである」として、

こうした集中に批判的な見解を見せている。その理由として「渋滞やボトルネック、柔軟性の欠如のせい

で管理費用が高く、効率が大きく損なわれる」こと、「生活の質が落ちること」などを挙げているが、こ

うしたことから「集中型の経済から、専門化した産業やクラスターからなる分散型の経済への移行が、経

済開発に向けたもう一つの必要不可欠な課題となる」と指摘しているものの、そのための手法については

「小都市や町村にはインフラストラクチャーや基本的なクラスターが存在しない（ため企業は中央から離

れようにも離れられない）」という原因を挙げるに留まり、具体的な方策を示しているわけではない。 

 

○クラスター論とアジアの国土政策 

 ポーターは途上国のクラスター形成の条件として、「低中所得経済（一人当たり国民所得が8000～15000

ドル）から先進経済に脱皮するには、クラスターの開発が決定的な要因のようである」48としているが、

NIEs、ASEANなどのアジア諸国は、シンガポールのような都市国家を除けば、80年代～90年代の経済成

長を経て現在そのレベルに達しつつあるかどうかという状況である。ポーター自身、競争を創り出すよう

な政府政策について「経済発展の初期の段階にある国は例外」49としているように、クラスター論は現代

のグローバル化と産業構造の変化をうまく取り入れた地域振興政策の基本理論といえるものの、基本的に

はすでに開発された国での理論であり、そのままの形で多くのアジア諸国に適用するのは難しいと考えら

れる。しかし、国土政策に関連した事項では考慮に入れるべき点が多い。 

 何より重要なのは、グローバル化・情報化の時代に生まれ、実際に多くの論者に取り上げられているポ

ーターの理論が、経済成長を支えたアジア諸国の産業立地政策やその前提となった開発主義・国土政策と

相反するものとなっていることは、開発主義とそれにもとづく国土政策が変化を余儀なくされつつあるこ

とを示している。これまでのアジア諸国は競合を避けるべく政府が積極的に調整し、あるいは肩代わりす

ることで産業活動を誘導してきたが、ポーターは「４つのダイヤモンド」の中で、とりわけ④企業戦略・

構造・競合関係を重視してそれを中心としたクラスターの形成を唱え、また政府の役割を限定している。

こうしたポーターの理論の前提とするものが正しいとすれば、開発主義とそれに基づく国土政策は、中央

集権という前提から、実際の産業立地政策の手法まで、様々な部分を否定されることになる。 

 しかし一方で、多くがまだ途上国と呼ばれているアジア諸国では、ポーターの唱える「４つのダイヤモ

ンド」のうち、残りの①要素条件、②需要条件、③関連産業・支援産業、も非常に不足している。これま

でアジア諸国ではこれらが集中して大都市で供給されてきたが、クラスター形成という観点からみれば大

都市ですら十分ではなく、また大都市にくらべて地方圏はさらに不足している状況である。例えば要素条

件では、これまで途上国でもある程度供給されてきた「労働力の集積や地元で調達できる原材料」は「知

識集約型の産業においては競争優位になら」ず、「高卒や大卒程度の教育水準の労働力」は、「現代の国

                                                  
47 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.118 
48 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.115- 
49 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.32 
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際社会においては何の競争優位にもならない」50と見なす一方、「最も重要なのは、持続的で大規模な投

資を含み、専門性の高いものである」として「産業固有のニーズに沿って高度に専門化された要素」を必

要とするとしているが、多くのアジア諸国、とりわけ地方圏でこうした条件は望みようもない。 

 こうした議論は、これまで様々な生産要素を政府主導で集中してきた途上国に様々なジレンマを生み、

悲観的な見方を呼び起こすことになる。国土政策に関連する地理的な立地政策においては、これまでのよ

うに政府主導で、限られた財源を集中的に一部の地域に投資し要素条件などクラスター形成のための基礎

条件を整えることと、中央政府が直接的に産業活動に介入せず企業間・地域間競争を促すことは、かなり

の部分で矛盾した取り組みとなる。ヒルシュは、途上国からの視点ではないが、立地あるいは地域格差の

観点から、クラスター論について「空間的な社会経済的特化は、反対に、国際的な立地競争の本質的要因

になっている。すでにこうした理由から、資本のグローバル化は、地域的に非常に不均等な発展と結びつ

いている」「（クラスターへの取り組みのの帰結として）生じる可能性が高いと思われるのは、多様な『立

地点』間で質を巡って破滅的な競争が勃発するという事態」51として批判的な見方を示している。 

 一方で、現在も実際にマレーシアのように「クラスター」という言葉を使って様々な関連産業の集積を

形成する政策を打ち出している国があるが、こうした政策がポーターのクラスター論に準じているかにつ

いてはそれぞれ個別に検討する必要がある。すでに指摘したように、マレーシアの場合は政府が経済活動

に関わる度合いが高く、それは新しく誘致を進める情報産業についてもいえるし、産業立地・地域振興と

いう面でも政府の与える影響力は、ポーターのいう「（控えめな）政府の役割」より遙かに大きい状況と

なっていると考えられる。 

 

２．４．１．５．グローバル化とアジア諸国の国土政策の課題 

 さて、世界都市仮説やクラスター論等を筆頭とした様々な研究・調査によって、グローバル化の時代に

おける都市・国土構造や産業立地（政策）を取り巻く状況が明らかにされてきた。しかし、開発主義に基

づく国家主導の経済開発と、グローバル化による国家の影響力の減少という矛盾に対する回答は、こうし

た研究・調査によっても未だ明らかにされていない。 

 アジア諸国における製造業の振興による経済成長は一様に輸出産業で支えられており、特にその度合い

は後発の新興工業国においてより大きくなっている。それは端的に輸出依存度に表れており、加工貿易で

先行的に経済成長を遂げた日本が概ねGDPの10％前後で推移しているのに対し、後発の新興工業国のそれ

は一貫して高くなっている（表２－５）。こうしたことから少なくとも経済危機が発生する1997年まで、

アジア諸国はグローバル化の恩恵を大きく享受していると一般には考えられていたが、一方で、グローバ

ル化のより本質的な特徴である国家、国境の影響の減少は、前節で述べたようなアジア諸国の経済成長の

前提である国家主導の開発主義と基本的に背反する現象となっている。 

 経済成長を支える産業政策においても、末廣昭52が、（グローバル化以前の）50年代末以降の日本が、

「来るべき資本の自由化」時代にそなえて産業構造の再編と産業組織の強化が不可欠の課題となったのに

対し、現在（1990年～2000年代）のアジア諸国では「経済自由化」「グローバル化」がすでに所与の環境

になってしまっているとして、日本と東南アジアの産業政策に決定的な違いがあると指摘している。末廣

                                                  
50 マイケル・Ｅ・ポーター(1999)、p.15 
51 加藤和暢(2000)、p.254 
52 末廣昭(2000)、p.153 
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は、かつての日本が行ったような国内企業を業界団体に組織化し、政策金融のような政策手段をフルに使

って特定産業を保護育成することがもはや現在の東南アジアではできないとしているが、それは当時いわ

ばグローバル化以前の「閉鎖経済」という前提があったためと指摘している。一方のアジアの新興工業国

は、国家による産業政策や産業立地政策に大きな制約がかかり、海外からの資本流入等を含めたより活発

な経済活動の促進条件におもねる形で産業政策が編成され、それはしばしば規制の撤廃など、政府の役割

の減少に繋がると当時に、国土政策の影響力の低下とも繋がる。城所哲夫53はこうした状況から、「高度

情報化・グローバル化の時代にあっては、開発途上国においても、産業立地の空間的配置は、グローバル

規模の競争を前提条件として、高度の産業インフラ水準、管理・専門職層のための高質な生活水準を求め

て大都市圏へと集中する」とし、「このような現実のもとでは、地方への均質な産業立地を誘導しようと

する従来型の国家主導の拠点開発は、地方への不効率な投資配分の結果、バンコク首都圏での都市整備を

遅らせてきた」として、開発主義の下で行われてきた国土政策が現状の課題に合わないものになってきて

いることを指摘している。 

 

 

 こうした背景を踏まえて本論文では、先行的に経済開発が行われた日本と、グローバル化の下で成長を

遂げたタイ・マレーシアの国土政策及びその結果としての産業立地政策について、後の章でそれぞれ詳し

く検討し、個々で述べた開発主義に基づく国土政策とグローバル化の矛盾の状況についてまず実証研究を

踏まえて明確に示し、今後の地域政策のあり方について検討することとする。 

 

２．４．２．情報化と地域格差 

 アジア諸国の国土政策や地域格差是正政策のもう一つの前提となっていた工業化による経済発展につ

いても、近年、「IT革命」という言葉に代表される情報化によってその様相が変化しつつあると考えられ

ている。また地域格差との関連で言えば、情報化は高度の通信技術によって距離の障壁を減少させ地域格

差是正に貢献するという意見と、付加価値の高い情報のやり取りはこうした技術によっても解決されず逆

に集中化を促すという意見が対立した状況であり、技術革新が未だ続くこの分野では結論が出ていない状

況である。しかしすでに国土政策や現実の産業立地に与える影響も非常に大きく、マレーシアのように情

報化を国土政策の中で大々的に謳い、工業化にかわる基盤産業としての育成を目指す国もあることから、

ここで情報化や情報産業についての文献レビューを行い、本論文で検討すべき点を明らかにする。 

 

                                                  
53 城所哲夫(1999) 

単位：％ 1975年 1980年 1985年 1990年
日本 11.2 12.5 13.0 9.7
韓国 24.4 28.6 33.7 26.8

シンガポール 95.6 177.8 124.4 148.7
タイ 15.1 19.8 19.4 29.1

マレーシア 42.7 56.3 52.8 72.6
インドネシア 24.4 31.6 22.2 25.3

表２－５　アジア各国の輸出依存度の推移　（1975－90年）
出典：橘川武郎(1998)「経済開発政策と企業」（東京大学社会

科学研究所編『20世紀システム4－開発主義』
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２．４．２．１．情報化と集中・分散 

 日本では、工業化を中心とする経済成長が始まる1960年代後半から、将来の高度情報化、また大規模な

産業構造改革は多くの論者によって予見されていた。経済の発展段階という観点から情報化社会について

述べたのは、梅棹忠夫が1960年代の中頃に言い出したのが初めてだと言われている54。しかし情報化社会

の到来が本格的に指摘され、社会的認知を得たのは、1980年（日本語出版は1982年）のアルビン・トフラ

ーの『第三の波』55においてである。トフラーは第二の波、すなわち工業化社会の特徴として「規格化」

「専門化」「同時化」「集中化」「極大化」「中央集権」といった性質を挙げ、これが第三の波、すなわ

ち情報化社会に移行するに従ってこうした性質が次第になくなっていき、多様化・分散化が生じることに

なると指摘している。しかし、さらに情報化が本格的な技術革新によって経済革新を並行させるに至るの

は、1990年代、特にインターネットが普及する1990年代後半になってからと考えられる。月尾嘉男56は、

1990年代の情報通信の経済革命について、①均一料金制度による距離概念の変質、②定額料金制度による

時間概念の変質、③移動端末普及による位置概念の変質、④情報資源本位による空間概念の変質、といっ

た４つの性質と、それを反映するインターネット、携帯電話、無店舗販売会社のような具体的な例を挙げ

て、産業構造や経済構造の本格的な変化を指摘している。 

 情報化にともなう地理的な傾向、すなわち分散かそれとも集中かという議論は、まだ情報化が概念的な

議論として行われ実証研究の段階に入っていなかった1990年代初頭までは、トフラーが「第三の波による

と、サービス産業の進展につれ空間・時間の分散化が起こる」としたのを始め、オブライエンの「地理の

終焉」57という言葉が象徴するように、多くの論者が情報化によって経済活動が地理的に分散すると考え

ていた。距離に比例しない情報課金制の実現によって「地方都市はINS計画（高度情報通信システム(INS)

計画）の多大な恩恵を受ける」58といった指摘などが典型的である。1989年には月尾59が、工業化社会が

都市への集中を促進してきた社会形態であったのに対し、情報産業は必ずしも集積を必要とせず、結果と

して「これまでの大量に集中した都市を支えていた基盤技術が、より分散的な生活形態なり定住形態でも

成立するような技術に変わってきたということです。こういうものが社会に適用され、集積の不利益が加

速されることによって、社会全体として大きな分散化傾向が起こりうる」とまとめている。但し月尾は同

時に、フェイストゥフェイスの情報の重要性も同時に指摘した上で「情報社会は、衛星通信の技術とか、

通信料金の遠近格差の解消により分散を促進しているが、一方では集中傾向の促進もしており、ここが今

後どうなっていくか面白いところ」「技術は一方で分散を促進するが、その技術が扱う情報自体は、集中

を加速するという矛盾した動きが情報社会では起こっている」として、その後の動向を注視すべきという

結論を示している。 

 しかし、情報化に伴う技術革新の成果が一般にも普及し始めてきた1990年代中半以降は、実証研究など

に基いて、情報化によって経済活動はむしろ集中するという意見が大勢を占めるようになった。世界的に

                                                  
54 齊藤忠夫(1994) 
55 アルビン・トフラー(1982) 
56 月尾嘉男(1999) 
57 経済活動における「距離の暴虐」は、情報通信技術の革新などによって終焉し、国際金融取引につい

てみれば地理という文脈は意味を失ったと主張するオブライエン(O'brien R.)は、1992 年に上梓した著書

『グローバル金融統合』のサブタイトルに「地理の終焉」という象徴的な表現を付した。加藤和暢(2000)、
p.246 より。 
58 前野和久(1983) 
59 月尾嘉男(1989) 
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も、「高度技術及び遠距離通信時代である現代では、何よりも情報通信という基盤部門の重要性が増して

きており、直接世界経済の中枢都市や他の首府間と情報網で連結され商工業及び金融資本の世界的流動を

集中管理している中核都市の各首府に比べて、半周辺及び周辺地域の都市との格差がますます広がってき

た」60とサイモンが指摘するように、グローバル化と共に情報化、高度通信技術の発展が機能の集中を促

すといった指摘が多くなってきた。 

 日本においても、特に1990年前後において東京一極集中が最も激しい時期であったこともあり、顧客と

の接触やフェイストゥフェイスの情報の重要性等による集積を重要視する見解が多くなっている。東京都

企画審議室61は、「情報通信システムが発達すれば企業の分散化が促進されるといわれたが、これまでの

ところはむしろ逆に集中を強めている面がある。これは、情報技術の進歩に伴って通信方法の平準化が進

み、かえって普遍化しにくい特殊な情報の価値が高まっているからである」62として、普遍化しにくい情

報の価値の上昇、またそれに従い通信技術の進歩でやり取り出来る情報の価値の相対的な低下、といった

状況の変化があると指摘している。フェイストゥフェイスの情報に代表されるような、普遍化しにくい情

報の価値の上昇については、1980年代後半の東京一極集中に関連して様々な論者が意見を述べているが、

インターネットが普及した1990年代後半においても、加藤敏春63がITベンチャーのビジネスという観点か

ら、「ベンチャービジネスにとってゼロワン化できる情報だけでなく、ひらめきやアイデアが自由に交換

されることが必要になることである。このような情報はインターネットでは交信できない。少人数の人々

が集まってフェイス・トゥ・フェイスでアイデアやひらめきを交換するという過程からはじめて起こって

くるものであり、インターネットが発達すればするほど、ゼロワン化できない情報の役割が大きくなる」

といった形で指摘している。神野直彦64も、こうしたことを踏まえながら「情報知識産業が基軸産業にな

ると、情報インフラを整備しても基軸産業が集積するとは限らない。逆に、国際的に情報知識産業を集中

させた地域からの指示を効率的に受ける衛星的地位に貶められかねない。」と述べている。 

 こうした議論から2000年代は、金子高志・中出文平65が指摘するように「情報化の進展に伴って、都市

形態の変容については、「集中」か「分散」かという二者択一の議論では実態を説明出来なくなっている」

として、集中・分散のいずれの結論も出しにくいといった論調が多くなっている66。金子・中出は、その

原因としていくつか挙げている67が、中でもこれまでの集中・分散の議論が企業の通信コストや通信コス

ト、地代等の均衡の結果として起こる立地現象、すなわちサプライサイドの形態変化のみに注目した単純

                                                  
60 デビッド・サイモン(1995) 
61 東京都企画審議室(1989) 
62 林上(1995)、p.203 
63 加藤敏春(1997)、p.30 
64 神野直彦(1999) 
65 金子高志・中出文平(2001) 
66 古くは、1970 年代から都市社会学者マニュエル・カステルのように、「情報処理過程の合理化によっ

て形成される新たな企業組織構造は、低次レベルの諸業務が自動化され分散的に処理されるという意味で

非常に「分散的（分権的）」であると同時に、公示の意思決定中枢が強化されるという意味で完全に「階

層的で集中的（集権的）」である。・・・これに対応して企業組織の空間的立地パターンも集中と同時に

分散が進むという複雑な過程をなす。」として、情報化による集中分散の動向が一意的には定まらないと

いう見解も確かに存在していた。豆本一茂(2000)、p.137-138 より。 
67 「第一に空間的な制約は情報化が進展しても企業側と就業者の選択行動の結果として存在し続けるこ

と、第二に企業の立地行動は通信や通勤、地代といった立地コストの均衡点のみでは説明されないこと、

第三に情報化の進展によって企業と就業者の地位が空間選択については逆転し（て就業者側の論理がより

強くなっ）たこと、第四に都市の自動車依存体質は変化していないこと」を挙げている。 
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化された議論であったのに対して、情報化の進展に伴う変化が、情報・知識による付加価値生産の大部分

を担う就業者の地位を企業に対してより高くするということに基づくようになるという指摘が重要と考

えられる。前述の神野は、情報化が集中を促すとしながらも、「情報知識産業を集積させるには、生産機

能支援の社会資本よりも、生活機能支援の社会資本整備が「鍵」を握る。というのも、情報知識産業を集

積させるのには、情報や知識を発信できる人間の存在が重要となるからである」68と指摘している。この

就労者、あるいは人間一般を満足させるような「生活機能支援の社会資本整備」が実際にどのようなもの

でどこに位置するか、具体的には大都市における多様なアメニティ施設や瀟洒な雰囲気といったものか、

あるいは地方農産漁村における自然豊かな環境なのかによって、集中・分散が決まると考えることができ

るだろう。 

 

２．４．２．２．情報化と地域格差是正 

 インターネットを中心とした情報技術の革新が、本格的には1990年代後半から始まったことや、まだ多

くのアジア諸国が既存の工業化を前提とした経済成長や地域格差是正政策を続けていることもあって、情

報化を前提とした地域格差是正については、まだそれほど多くに議論がなされているわけではない。 

 情報化が国土政策に及ぼす影響については、「都心の業務地域にオフィスが集中し、そこへの通勤が都

市構造を形成するという計画概念は意味を喪失するし、国土の均衡ある発展を考慮して産業基盤を全国に

配置するという国土計画も根本からの見直しを要求されるようになる」とする月尾69の主張が典型的であ

る。月尾は「情報の本質は差異にある。最初は絶大な価値があるが、第二にはほとんど価値がないのが情

報の性質である」「情報に関係する手段の技術革新と経済革新が進行してきた結果、距離・位置・時間・

面積・容積などの単位が重要な意味を保有していた地理空間の役割が縮小し、それらが殆ど意味を為さな

い情報空間に生産活動や流通活動の相当部分が展開するようにな」るとした上で、「地理空間を前提とし

て構想されてきた国土から地区までの計画構想が根本から再考される必要がある」「これからの生活や生

産の主要な舞台になる情報空間での構想は他所とは相違する独自の内容を立案することが必須条件であ

る」と結論づけている。 

 また地域格差との関連では、1990年代末から「デジタルデバイド(Digital Divide)」という言葉で情報化

が促す様々な格差の拡大が、現在生じ始め将来的に深刻化する新たな社会問題として懸念されている。金

子高志・中出文平70は、情報化がグローバル化とともに「競争社会」という概念を作り上げ、地域格差に

関しても、空間分極の現象が経済競争における勝者と敗者の分極の帰結として（肯定的に）判断される傾

向があるとしている。これに対して、地域格差是正という観点から考察するならば、情報化によって生じ

る地域間の問題を「デジタルデバイド」といった言葉で明確に示すことにより、「デジタルデバイドと都

市間競争は、全く次元の違う問題であ」71り、様々な問題を引き起こすと考えられる分極化を抑制し、一

定の均衡を保つ政策の必要性が求められるということになる。ただし、デジタルデバイドに関する実証研

究はまだ始まったばかりで、格差の基準となっている要素が、地域の他にも年齢、所得、学歴、民族など

様々であり元々これら同士も関連し合っていることから、デジタルディバイドに関して「地域の」格差是

正政策が本来的に必要かどうかは判然としない状況である。 

                                                  
68 神野直彦(1999) 
69 月尾嘉男(1999) 
70 金子高志・中出文平(2001) 
71 金子高志・中出文平(2001) 
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 一方、アメリカ西海岸のシリコンバレーにおける情報産業の集積は、情報化における新しい地域振興政

策のモデルとして各国でそのエッセンスの適用が試みられているが、その基本的な議論は、情報化自体の

集中・分散の議論と非常によく似たものとなっている。今井賢一72は、「人的接触による無形のネットワ

ークがシリコンバレーの中核となる部分である。シリコンバレーというと、いかにもデータ通信網を張り

巡らしたような情報交換を想定しがちであるが、シリコンバレーのエッセンスは以上のような（情報交換

の密度の高さ）ところにある。これが情報化社会の原点なのである。・・・つまり、はじめに通信回線網

ができて、それを利用して情報交換が活発化したのではなく、人と人との情報交換がはじめにあって、そ

れが情報通信技術という有力な補助手段によって効率化していくのである」として、フェイストゥフェイ

スの接触がシリコンバレー集積の枢要であるとしている。また米倉誠一郎73は、「今や縦のリードタイム

の短縮（縦のスピードへの対応）に加えて、めまぐるしく変わる消費者のニーズを迅速につかむ、横っ飛

びの素早さ（横のスピードへの対応）を競う時代に入った。この場合、時間とコストのかかる経営資源の

企業内部での組織化は適合的でなくなる。つまり、ゆるやかな企業の連携やネットワーク化が新しい企業

組織として必要とされ、生まれてきたと捉えた」としアメリカのビッグビジネス方式や日本の組織革命モ

デルと対比させて、「シリコンバレーモデル」と名付けたが、この横のスピードというのも企業集積と企

業間ネットワークを地域内に組織することによる集積機能の高度化ということができる。こうしたシリコ

ンバレーの情報産業集積のエッセンスに関する議論は、各国で形成された新しい形の地域振興政策におけ

る理論的なバックボーンとなり、例えば日本では後述のテクノポリスのような形で地方における新しい産

業拠点形成の政策を支えることとなった。 

 

 

                                                  
72 今井賢一(1984)、p.13 
73 米倉誠一郎(1999) 
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２．５．第二章のまとめ 
 

 第二章では、国土政策の主要な内容として、アジア諸国の国土政策の中心的な論点である地域格差とそ

の是正政策について、主要な３点に焦点を絞ってレビューしてきた。３点とは即ち、まず、現実の国土政

策のバックグラウンドになっている地域格差およびその是正政策の基礎理論をまとめてその意義と限界

を示したこと、次に、工業化によって急激に経済成長を遂げようとし実際に達成してきたアジア諸国に特

有の政治経済メカニズムである「開発主義」が国土政策に与えた決定的な影響を指摘したこと、そして最

後に、そうした流れがグローバル化・情報化といった1980年代後半から90年代にかけての新しい動きの中

でどのように変化しあるいは変化を求められつつあるかについて現状を示したことである。 

 こうした背景を踏まえて実際のアジア諸国の国家・国土政策は、経済成長と地域格差を同時に掲げて各

時代で策定され、それに基づいた形で産業立地政策をはじめとする具体的な地方分散政策が運用されるこ

とになる。結果としては、富国を至上命題としながら国民の「承認」を必要とする開発主義下の政府がタ

テマエとして地域格差是正を示しながら、実際の産業立地政策においては経済成長を目指すホンネの部分

が多分に表れる。しかしグローバル化、情報化による新しい変化によって、また過疎過密の問題が未だ解

決していないことや近年各国で見られる地方分権志向によって、地域格差是正政策の基盤が揺らいできて

おり、それが各国で見られるような国土政策の再検討の動きとなっていると考えられる。 

 しかしこれまで指摘してきた開発主義に基づく国土政策の策定や、グローバル化・情報化によるその変

容過程については、概論として本章で十分説明できたとしても、具体的な証明を伴わなければ仮説の域を

出ない。またグローバル化という多様でやや抽象的な概念に基づいて、政策や実態の変化を追いその因果

関係を論ずるには、本章で述べてきたような抽象論だけでは不十分であり、より具体的な形で立証するこ

とが不可欠であると考えられる。 

以降の第３・４・５章では、前述した根拠を元に選んだ日本、タイ、マレーシアを事例に、本章までに

論じてきた重要な論点を仮説として、それを検証する形で３国の国土政策を論じることにする。なおグロ

ーバル化という概念については、本章２．４．１．での既存文献レビューに基づくと、一般的に①物理的

開放（運輸・流通・通信ネットワーク）、②経済的開放（関税撤廃・規制緩和・民活化）、③政治的開放

（民主化・地域間競争・地域連合）といった現象にまとめることができるが、ここではそのうち、直接的

には産業立地のグローバル化（国際的な流動化）とその動きへの対応（②経済的開放の一部）について詳

しく検証することとし、さらに産業構造の変化なども含めた①～③の様々な動きも補足的に追っていくこ

とにする。 

 

 


